
平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 ８ 日

九 州 地 方 整 備 局

『九州ブロック発注者協議会（第１６回幹事会）』を開催しました

～更なる公共工事の品質確保に向けて～

九州ブロック発注者協議会（第１６回幹事会）を開催しましたのでお知らせし

ます。

今回は、総合評価落札方式の拡大に向け、平成２６年度の各発注機関の取

り組み状況（中間報告）等について情報交換をしました。

○開催日時：平成２６年１２月３日（水） １３：３０～１４：３０

○開催場所：第五博多偕成ビル １０Ｆ会議室

福岡市博多区博多駅東１丁目１８番２５号

○参考添付資料：（１）会議次第

（２）資料

九州ブロック発注者協議会（平成２０年１０月２７日設立）とは、総合評価方式の導入・拡

大等について発注者間相互の連絡調整を図ることにより、公共工事の品質確保の推進に

寄与することを目的とし、公共工事を発注する５０機関（国１７、県７、政令市３、市８、特殊

法人等６、及び国立大学法人９）が参画しています。

問い合せ先

国土交通省 九州地方整備局

住 所：福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号 福岡第二合同庁舎

電話番号：（０９２）４７１－６３３１（代表）

（０９２）４７６－３５４６（技術管理課直通）

企画部 工事品質調整官 桒原 正純 （内線：３１３０）
くわはら まさずみ

企画部 技術管理課長 浩二 （内線：３３１１）坂元
さかもと こ う じ



日 時：平成26年12月3日(水)
13:30～14:30

場 所：第五博多偕成ビル
10F会議室

九州ブロック発注者協議会 第16回幹事会

会 議 次 第

１．挨 拶 国土交通省 九州地方整備局 企画部長

２．議 題

(資料－１)１）公共工事の品質確保の取り組み状況について
・各機関における平成２６年度の取り組み（中間報告)

２）事例紹介（中間報告)
・九州農政局： 九州農政局における平成２６年度の取組み」 (資料－２)「

・九州工業大学： (資料－３)九州工業大学における平成２６年度の取組事例

・福岡県： 福岡県における品質確保の取組」 (資料－４)「

・熊本市： 熊本市における総合評価方式の取り組みについて」 (資料－５)「

・西日本高速道路（株 ： 総合評価落札方式への取組み（中間報告 」）「 ）

(資料－６)

・九州地方整備局： 試行工事の取り組みについて (資料－７)「 」

質疑応答

３）情報提供
(資料－８)・品確法改正について （技術管理課）

・発注見通しの統合公表の取り組み状況について
(資料－９)（技術管理課）

・建設リサイクル推進計画２０１４について
）（ ）技術管理課 (資料－10

質疑応答
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現行（平成26年10月1日現在
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今後の拡大予定
平成２５年度
の実施（取り
組み）結果

平成２６年度
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組み）目標

平成２５年度
の実施（取り
組み）結果

平成２６年度
の実施（取り
組み）目標

警察庁　九州管区警察局 一般競争入札　250万円以上 0件 0件 2件 0件 2件 0件 5件 0件 5件 0件 　　－ 試行を検討中 × － － ○ － ◎

財務省　九州財務局 一般競争入札　250万円超 14件 0件 12件 0件 14件 0件 7件 0件 6件 0件 　　－ 宿舎新築工事を検討 ○ ◎ ◎ × － －

財務省　福岡財務支局 一般競争入札　250万円超 24件 0件 23件 0件 18件 0件 19件 0件 19件 0件 　　－ 宿舎新築工事を検討 ○ ◎ ◎ × － －

財務省　門司税関 一般競争入札　250万円以上 3件 0件 2件 0件 4件 0件 2件 0件 0件 0件
原則　250万円を超える全ての工事と
するが、工事内容で総合評価か価格
競争かを判断する

工事の内容をみて試行する × － － × － －

財務省　長崎税関 一般競争入札　250万円以上 7件 0件 1件 0件 3件 0件 1件 0件 0件 0件
原則　250万円を超える全ての工事と
するが、工事内容で総合評価か価格
競争かを判断する

工事の内容をみて試行する × － － × － －

財務省　国税庁　福岡国税局 一般競争入札　250万円を超えるもの 16件 0件 11件 0件 8件 0件 4件 0件 3件 0件 　　－ 試行を検討中 ○ ◎ ◎ × － －

財務省　国税庁　熊本国税局 一般競争入札　250万円超 13件 0件 9件 0件 9件 0件 14件 未定 13件 0件 　　－ 試行を検討中 ○ ◎ ◎ × － －

農林水産省　九州農政局 一般競争入札　250万円以上 158件 157件 221件 220件 247件 246件 183件 183件 127件 127件 原則　250万円を超える全ての工事
原則　250万円を超える全て
の工事 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

農林水産省
林野庁　九州森林管理局

原則として、全て一般競争入札 255件 226件 294件 243件 309件 278件 200件程度
180件数程
度

154件 134件 １千万円以上
（１千万円以上は施工体制確認型）

１千万円以上
（１千万円以上は施工体制
確認型）

○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

経済産業省　九州経済産業局 一般競争入札　250万円超 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 　　－
当面公共工事の発注予定
がない × － － × － －

国土交通省　九州地方整備局 ○一般競争入札　　2,500万円以上
○工事希望型競争入札　2,500万円未満 1,474件 1,461件 1,588件 1,587件 1,813件 1,774件 800件程度 800件程度 795件 795件 原則として全ての工事

（１千万円以上は施工体制確認型）

原則として全ての工事
（１千万円以上は施工体制
確認型）

○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国土交通省　九州運輸局 一般競争入札　　250万円を超えるもの 1件 0件 1件 0件 1件 0件 2件 0件 2件 0件 原則として全ての工事 原則として全ての工事 × － － × － －

国土交通省　海上保安庁
第七管区海上保安本部

一般競争入札　　250万円を超えるもの 28件 0件 29件 0件 44件 0件 34件 0件 24件 0件 　　－ 試行を検討中 ○ ◎ ◎ × － －

国土交通省　海上保安庁
第十管区海上保安本部

一般競争入札　　250万円を超えるもの 16件 0件 9件 0件 24件 0件 20件程度 0件 14件 0件 　　－ 試行を検討中 ○ ◎ ◎ × － －

環境省　九州地方環境事務所 ○一般競争入札　250万円を超えるもの 8件 0件 7件 1件 9件 3件 14件 5件 11件 4件 6千万円以上 6千万円以上 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

防衛省　九州防衛局 原則として，全て一般競争入札 173件 130件 118件 79件 127件 80件 95件 61件 56件 27件

原則として総合評価方式により発注
する(特に小規模な工事等で、その内
容に照らして総合評価方式を適用す
る必要がない場合は適用しないこと
が出できる)

原則として全ての工事
（同左） ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

福岡高等裁判所
一般競争入札
原則として，１件につき予定価格が250
万円を超える全ての工事

13件 13件 16件 16件 33件 33件 11件 5件 12件 6件
原則として，全ての入札案件とする
が，工事内容で総合評価か価格競
争（最低価格）かを判断する

原則として全ての入札案件 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

福岡県　県土整備部 2,618件 90件 2,882件 120件 3414件 148件 件数未定 件数未定 1,503件 98件 ５千万円以上 未定

福岡県　農林水産部 452件 70件 450件 75件 570件 75件 件数未定 件数未定 243件 60件 ５千万円以上 未定

福岡県　建築都市部 669件 100件 619件 84件 524件 111件 件数未定 件数未定 380件 79件 ５千万円以上 未定

佐賀県　県土づくり本部
一般競争入札　全工事対象
　○20.2億円未満は条件付き
　○250万円以下は随意契約可

1,592件 156件 1,527件 154件 1,595件 129件 1,600件 150件 880件 131件
6千万円以上(建築1.5億円以上)
(土木一式は4千万円以上から試行)
(舗装・法面・地すべり2.5千万円以上)

未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

長崎県　土木部 1,503件 65件 1,513件 60件 1,692件 74件 775件 50件 1,097件 39件 今年度の状況をみて検討 ◎ ◎

長崎県　農林部 185件 5件 260件 2件 235件 1件 約270件 1件 177件 2件 土木部と同様 ◎ ◎

熊本県　土木部 1,992件 145件 2,369件 211件 2,206件 246件 件数未定 約300件 1,830件 192件 原則３千万円以上 ◎ ◎

熊本県　農林水産部 536件 95件 620件 176件 840件 119件 800件 150件 299件 131件 原則３千万円以上 ◎ ◎

平成26年10月1日現在の
「入札方式」の概要

公共工事の品質確保に向けた
取り組みに関する自己評価

◎：実施、○：一部実施、
△：検討実施、－：未実施

※３

平成２３年度 実績 平成２４年度 実績
平成26年10月1日
現在の工事監督・検
査要領の適用状況

○要領がある
×要領がない

公共工事の品質確保に向けた
取り組みに関する自己評価

◎：実施、○：一部実施、
△：検討実施、－：未実施

※３

平成26年10月1日
現在の工事成績評
定の適用状況

○ ◎ ◎ ○ ◎

九州ブロック発注者協議会における「公共工事の入札方式の概要」及び「総合評価落札方式の実施状況」一覧

総合評価落札方式の実施状況 工事監督・検査要領の適用状況 工事成績評定の適用状況

◎

平成２５年度 実績 総合評価方式適用基準（工事）

一般競争入札
○土木一式工事、とび・土工、コンクリー
ト工事（3,500万円以上）
　　　（1,000万円以上で一部試行）
○舗装工事（3,000万円以上）
○その他（5,000万円以上）

原則１億円以上 ○ ◎ ◎ ○

一般競争入札　5,000万円以上

原則として、一般競争入札　3,000万円
以上

試行の状況を踏まえ検討 ○ ◎ ◎ ○

平成２６年度　目標及び実績

平成２６年度　目標
平成２６年度

９月末までの実績（見込み）

※随意契約を除く、全ての工事発注件数※随意契約を除く、全ての工事発注件数

1
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九州ブロック発注者協議会における「公共工事の入札方式の概要」及び「総合評価落札方式の実施状況」一覧

総合評価落札方式の実施状況 工事監督・検査要領の適用状況 工事成績評定の適用状況

平成２５年度 実績 総合評価方式適用基準（工事）

平成２６年度　目標及び実績

平成２６年度　目標
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９月末までの実績（見込み）

※随意契約を除く、全ての工事発注件数※随意契約を除く、全ての工事発注件数

大分県　土木建築部 2,080件 149件 2,395件 201件 1,784件 179件 件数未定 約150件 893件 130件 ５千万円以上 ◎ ◎ ◎ ◎

大分県　農林水産部 484件 60件 460件 48件 540件 72件 件数未定 約70件 232件 28件 ５千万円以上 ◎ ◎ ◎ ◎

宮崎県　県土整備部 1,338件 621件 1,275件 502件 1,392件 493件 約1,400件 約500件 661件 258件 ２５０万円以上から抽出 現在のところ予定なし ◎ ◎

宮崎県　農政水産部 236件 106件 227件 101件 287件 98件 件数未定 半数程度 119件 57件 ２５０万円以上から抽出 現在のところ予定なし ◎ ◎

宮崎県　環境森林部 119件 68件 113件 65件 165件 83件 約80件 約40～45件 56件 27件 ２５０万円以上から抽出 現在のところ予定なし ◎ ◎

鹿児島県　土木部 3,289件 141件 3,006件 172件 2749件 181件 件数未定
前年度と同
程度

1,015件 95件 ５千万円以上 今年度の状況をみて検討 ◎ ◎

鹿児島県　農政部 650件 6件 1002件 7件 1,091件 2件 626件 1件 483件 2件 ５千万円以上 今年度の状況をみて検討 ◎ ◎

鹿児島県　環境林務部 183件 20件 169件 22件 197件 21件 件数未定
前年度と同
程度

2件 2件 ５千万円以上 今年度の状況をみて検討 ◎ ◎

北九州市

○一般競争入札
　土木、水道施設　2,500万円以上
　建築　                4,500万円以上
　電気、管　          1,200万円以上
　造園　                2,000万円以上
　その他　                   1億円以上

1,623件 57件 1,585件 59件 1,439件 64件
1,400件
程度

74件 157件 57件

(工種：土木、港湾、とび･土工･ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ、鋼、舗装、しゅんせつ、造園、水道
施設、建築、電気、管、機械器具、電
気通信、大工、左官、石、屋根、タイ
ル・れんが・ブロック、鉄筋、板金、ガ
ラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶
縁、さく井、建具、消防施設、清掃施
設)
①５千万円以上の工事で、技術的工
夫の余地の大きい工事
②１億円以上の工事（原則適用）

今年度の状況をみて検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

福岡市

○一般競争入札
　一般土木・建築：2,000万円以上、
　ほ装：2,500万円以上、その他：1,500万円以上
　（20.2億円未満の工事は全て制限付）

1,843件 38件 1898件 98件 1,825件 99件 約1,750件 約130件 761件 89件 予定価格１億円以上の工事 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

熊本市 一般競争入札　1,000万円以上 1,033件 102件 990件 228件 1,071件 202件 990件 200件 589件 167件

土木A：7,000万円以上、土木B：3,000
万円以上、土木C：1,500万円以上、
建築A：１億6,000万円以上、建築B：
4,000万円以上、電気A：3,000万円以
上、管A：3,000万円以上、舗装A：
3,000万円以上、舗装B：1,500万円以
上、造園A：4,000万円以上、水道A：
5,000万円以上、水道B：2,000万円以
上、その他：4,000万円以上

未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

福岡県　久留米市 条件付一般競争入札　1,000万円以上 690件 50件 700件 81件 809件 108件 約800件 約100件 446件 70件 原則5千万円以上の工事 業務委託の総合評価検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

佐賀県　佐賀市 ○指名競争入札　1,000万円未満
○条件付一般競争入札　1,000万円以上 530件 1件 520件 0件 497件 0件 530件 1件 199件 2件 １千万円以上から抽出 今年度の状況をみて検討 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

長崎県　長崎市 原則として、全工事制限付一般競争入
札 834件 2件 848件 0件 785件 1件 630件程度 1件程度 432件 0件 工事内容により工事担当課と協議の

うえ試行
現行どおり

工事検査　○
工事監督　×

工事検査　◎
工事監督　―

工事検査　◎
工事監督　―

○ ◎ ◎

熊本県　八代市 制限付一般競争入札　2,500万円以上 651件 2件 442件 3件 430件 3件 320件 4件 156件 2件 工事内容及び価格より工事担当課と
協議のうえ試行

現行どおり
工事検査　○
工事監督　×

工事検査　◎
工事監督　―

工事検査　◎
工事監督　― ○ ◎ ◎

大分県　大分市 ○一般競争入札　2,500万円以上 519件 18件 529件 18件 554件 20件 538件 19件 289件 14件 価格と技術的要素から抽出 現行どおり ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

宮崎県　宮崎市

○一般競争入札　6,000万円以上の建設工事
　　　（条件付き）
○指名競争入札　     130万円超の建設工事
　　　 　50万円超の建設工事に係る業務委託
　　　　　　　　（建設コンサルタント、測量など）

864件 3件 833件 0件 959件 0件 596件 未定 628件 0件
工事内容により工事担当課と協議の
うえ試行

未定（当分現行どおり）
工事検査　○
工事監督　×

工事検査　◎
工事監督  ◎

工事検査　◎
工事監督  ◎

○ ◎ ◎

鹿児島県　薩摩川内市 一般競争入札　130万円以上
指名競争入札　災害復旧工事，特殊工事 453件 14件 429件 18件 397件 16件 300件 12件 187件 9件

３千万円以上
（工事内容（DID地区内の工事や特殊
工法を採用した工事など)から、総合
評価落札方式が適しているものにつ
いては、３千万円未満でも適用）

未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

○ ○

一般競争入札　250万円以上 ○ ◎ ◎ ○

一般競争入札　5,000万円以上 ○ ◎ ◎ ○

一般競争入札　4,000万円以上 試行の検証を踏まえ検討
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公共工事の入札方式の概要

全工事件数
左記件数の内、
総合評価適用
工事件数

全工事件数
左記件数の内、
総合評価適用
工事件数

全工事件数
左記件数の内、
総合評価適用
工事件数（予定）

全工事件数
（予定）

左記件数の内、
総合評価適用
工事件数

9月末における
公告済
工事件数

左記件数の内、
総合評価適用
工事件数

現行（平成26年10月1日現在
）の適用基準

今後の拡大予定
平成２５年度
の実施（取り
組み）結果

平成２６年度
の実施（取り
組み）目標

平成２５年度
の実施（取り
組み）結果

平成２６年度
の実施（取り
組み）目標

平成26年10月1日現在の
「入札方式」の概要

公共工事の品質確保に向けた
取り組みに関する自己評価

◎：実施、○：一部実施、
△：検討実施、－：未実施

※３

平成２３年度 実績 平成２４年度 実績
平成26年10月1日
現在の工事監督・検
査要領の適用状況

○要領がある
×要領がない

公共工事の品質確保に向けた
取り組みに関する自己評価

◎：実施、○：一部実施、
△：検討実施、－：未実施

※３

平成26年10月1日
現在の工事成績評
定の適用状況

九州ブロック発注者協議会における「公共工事の入札方式の概要」及び「総合評価落札方式の実施状況」一覧

総合評価落札方式の実施状況 工事監督・検査要領の適用状況 工事成績評定の適用状況

平成２５年度 実績 総合評価方式適用基準（工事）

平成２６年度　目標及び実績

平成２６年度　目標
平成２６年度

９月末までの実績（見込み）

※随意契約を除く、全ての工事発注件数※随意契約を除く、全ての工事発注件数

鹿児島県　鹿児島市

・制限付き一般競争入札
　　5,000万円以上の建設工事のみ

・指名競争入札
　　5,000万円未満の建設工事及びコンサル

1,665件 8件 1,705件 46件 1,634件 38件 1054件 48件 959件 40件 ５千万円以上 未定（現行どおり）
工事検査　○
工事監督　×

工事検査　◎
工事監督  ―

工事検査　◎
工事監督  △

○ ◎ ◎

西日本高速道路(株)　九州支社

【一般競争入札】
○20.2億円(1,500万SDR)以上
【条件付一般競争入札】
○250万円超、20.2億円未満
【指名競争入札】
次のいずれかに該当する工事で、かつ、契約責
任者が必要があると認める場合に限る
○条件付一般競争入札方式に付する時間的余
裕がないとき
○その他指名競争入札に付することが有利と認
められるとき
【公募併用型指名競争入札】
入札不調対策として導入
○２億未満の維持・修繕系の特定工種
○４億円未満の建築
等

91件 47件 149件 43件 150件 57件 123件 27件 41件 5件

４億円以上の工事に適用
ただし、次のものを除く。
・契約責任者が価格落札方式による
べき必要を認めた工事
・20.2 億円未満の下記工事（※）に限
定して、当面の間、原則として価格落
札方式を試行。ただし、特別の事情
（技術的に高難度、特異な現場条件
等）が認められる場合は、これまでと
同様、総合評価落札方式による
※当面の間、価格落札方式により落
札者を決定する工事：　土木（下部
工）工事 ・ PC 上部工工事 ・ 舗装
（改良）工事 ・ 建築工事

左記に同じ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

（独）国立文化財機構
九州国立博物館

一般競争入札　250万円以上 0件 0件 1件 0件 1件 0件 2件 ０件 0件 0件 ２億円以上 ２億円以上 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

（独）鉄道建設・運輸施設整備
支援機構　鉄道建設本部
九州新幹線建設局

○条件付一般競争入札  250万円以上
20.2億円
○一般競争入札           20.2億円以上

3件 1件 4件 4件 7件 7件 13件 13件 6件 6件 原則250万円以上 原則250万円以上 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

（独）都市再生機構　九州支社
○5千万円以上は詳細条件審査型一般競争
○5千万円未満は工事希望調査による指名競
争

44件 12件 27件 13件 58件 28件 40件 14件 17件 6件 原則5千万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

（独）水資源機構　筑後川局 一般競争入札　250万円以上 79件 16件 74件 　13件 48件 28件 件数未定 件数未定 35件 24件 250万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

(独)石油天然ガス・
金属鉱物資源機構 九州支部

○一般競争入札　　250万円以上
○工事希望型指名競争入札　予定価格が6,000
万円未満で必要と認められるとき
○指名競争入札　　100万円以上

90件 0件 63件 0件 58件 0件 70件 未定 0件 0件 　　　　　－ 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　九州大学
○一般競争入札
　予定価格250万円超の工事で実施 51件 10件 55件 14件 87件 35件 件数未定 件数未定 33件 12件 ○予定価格８千万円以上の工事で

実施
未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　福岡教育大学 一般競争入札　250万円以上 19件 4件 9件 1件 19件 4件 6件 1件 6件 1件 ５，０００万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　九州工業大学 一般競争入札　250万円以上 10件 6件 17件 7件 25件 3件 9件 7件 9件 9件 予定価格２千万円以上の工事で実
施

未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　佐賀大学 一般競争入札　250万円超 38件 2件 37件 20件 26件 7件 件数未定 件数未定 24件 11件 ５千万円超 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　長崎大学 一般競争入札　250万円以上 54件 12件 41件 16件 61件 18件 44件 3件 42件 3件 ４，０００万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　熊本大学 一般競争入札　250万円以上 34件 10件 37件 24件 34件 14件 件数未定 件数未定 28件 11件 3,000万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　大分大学 一般競争入札　250万円超 42件 9件 46件 4件 28件 8件 件数未定 10件程度 27件 14件 1,000万円以上 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　宮崎大学 一般競争入札　250万円以上 36件 5件 53件 10件 37件 5件 件数未定 件数未定 17件 5件 原則１億円以上の工事 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

国立大学法人　鹿屋体育大学 一般競争入札　250万円以上 11件 1件 8件 1件 10件 3件 件数未定 2件 3件 3件 対象金額を定めず適宜選定している 未定 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎
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●平成２６年度総合評価方式の実施状況

上半期公告実績 １２７件（１８３件）

内総合評価件数 １２７件（１８３件）

総合評価実施率 １００．０％

※( )は4月1日時点の目標値、公告済実績は9月30日時点の実数
評 価 方 法 標準A-Ⅰ型 技術提案及び配置技術者ﾋｱﾘﾝｸﾞ評価

標準A-Ⅱ型 企業評価 （不正又は不誠実な行為等、地元企業活用）

技術提案評価

標準Ｂ型 企業評価 （優良工事表彰実績、工事成績、地域貢献、手持ち工
事量、不正又は不誠実な行為等）

技術者評価 （資格取得後の経験年数、保有資格、工事の施工経
験、優良工事表彰実績、継続教育への取り組み等）

技術提案評価
簡易Ⅰ型 企業評価 （優良工事表彰実績、工事成績、地域精通度、地域貢

献、当該地域内での施工実績、手持ち工事量、不正
又は不誠実な行為等）

技術者評価 （資格取得後の経験年数、併せ持つ資格、工事の施
工経験、優良工事表彰実績、継続教育への取り組み
等）

技術提案評価
簡易Ⅱ型 企業評価 （優良工事表彰実績、工事成績、地域精通度、地域貢

献、当該地域内での施工実績手持ち工事量、不正又
は不誠実な行為等）

技術者評価 （資格取得後の経験年数、保有資格、工事の施工経
験、優良工事表彰実績、当該地域内での施工実績、
継続教育への取り組み等）

１．九州農政局における平成２６年度の取組み

平成２６年度：２５０万円以上の工事で実施

２．市町村への総合評価方式の導入支援

●補助金交付決定通知書に品確法遵守の付記

●各種研修会に出向き市町村職員等への総合評価の啓発

支援機関：土地改良事業団体連合会

市町村

公共工事の品質確保に関する協議会

土地改良技術事務所 九州農政局 県

支援 相談等

支援依頼支援

連携 連携

資料・情報提供
指導助言

市町村支援の概要

指導助言・監督

●導入支援指導状況
・技術力向上事業（大分県土地改良事業会館）にて、「公共工事の品質確保について」講義（11月10日 市町他 １０５名）

・ 技術力向上事業（鹿児島県土地改良事業会館）にて、「公共工事の品質確保について」講義（11月20日 市町他 ５５名）
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国立大学法人

九州工業大学九州工業大学における平成２６年度の取組事例

区分 業者選定方式 H23 H24 H25 H26 備考

工事

一般競争入札（総合評価落札方式） 5 8 1 9 予定価格が２千万円以上

一般競争入札（最低落札方式） 9 18 24 0
随意契約 0 0 0 0
計 14 26 25 9
総合評価実施率 35.71% 30.77% 4.00% 100.00%

設計

公募型プロポーザル 0 0 0 0
簡易公募型プロポーザル 0 0 0 0
簡易公募型プロポーザル（拡大） 5 8 5 0

標準型プロポーザル 0 0 2 0

一般競争入札 0 0 0 0
随意契約 0 0 0 0
計 5 8 7 0

簡易公募型実施率 100.0% 100.0% 71.43% 0.00%

平成２３～２６年度契約実績（H26.9.30現在）

平成２６年度より、総合評価落札方式のタイプ追加（実績評価型） 資
料
－
３



福岡県における品質確保の取組

過去

H22 H23 H24 H25

269件 260件 279件 334件

（公共事業３部合計）

● 総合評価方式の実施状況

県土整備部 農林水産部 建築都市部 合計

98件 60件 79件 237件

平成26年度の実績（９月末まで）

※今後の件数は未定。

●公共工事の品質確保の向上に向けた評価方式
の研究
◇若年技術者の採用状況に関する評価項目
の評価要件緩和

従来：「２４歳以下の技術者（規定学科を卒業した者）を採用」

H26：「３４歳以下の技術者（規定学科を卒業した者又は建設工事
に技術者として従事経験がある者）を採用」

(1)総合評価方式の検討

(2)市町村への総合評価方式の導入支援
H26 取組状況
実施促進のための市町村担当部署の訪問
福岡県総合評価技術委員会の活用促進

資料－４



熊本市における総合評価方式の取り組みについて

熊本市では平成２２年度より 「履行確実性評価型総合評価一般競争入

札」の試行を開始し、平成２４年度から本格実施。当該方式は、入札参
加者の入札価格が履行確実性評価価格を下回った場合、評価値が低
下するのみで、失格にはならない。また書類審査及びヒアリング等も行
わない。

また、履行確実性評価価格は、以下の履行確実性評価基準額算定基
準により算出した履行確実性評価基準額を基礎として市長が定める。

なお、履行確実性評価基準額の算定基準は、最低制限基準額の算定
基準と同じ。

履行確実性評価型総合評価方式

１．入札価格が「履行確実性評価価格（税抜）」以上の場合

２．入札価格が「履行確実性評価価格（税抜）」未満の場合

評価値 ＝
技術評価点

入札価格

評価値 ＝
技術評価点

履行確実性評価価格（税抜）＋（履行確実性評価価格（税抜）－入札価格）

評価値算出式

評 価 値

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

6065707580859095100

入札価格（百万円）

評価値変動例

履行確実性評価価格（税抜）
（最低制限価格と同価格）

最低制限価格を設けた場合、「失格」となる。⇒

履行確実性評価型総合評価方式では、価格と品

質を総合評価していることから落札も可能である。

熊本市における総合評価方式の取り組みについて

1
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熊本市における総合評価方式の取り組みについて

ランク

1,000万円以上

その他工事 4,000万円以上 1,000万円以上

造園工事 A 4,000万円以上 1,000万円以上

水道施設工事
A 5,000万円以上 2,500万円以上

B 2,000万円以上

舗装工事
A 3,000万円以上 2,000万円以上

B 1,500万円以上 1,000万円以上

電気工事 A 3,000万円以上 1,000万円以上

管工事 A 3,000万円以上 1,000万円以上

C 1,500万円以上 1,000万円以上

建築一式工事
A １億6,000万円以上 8,000万円以上

B 4,000万円以上 1,000万円以上

業種 発注標準額（総合） 発注標準額（一般）

土木一式工事

A 7,000万円以上 5,000万円以上

B 3,000万円以上 2,000万円以上

特定の業種だけでなく、様々な業種及びランクに
ついて総合評価方式を実施することで、あらゆる
業種の建設業者の技術力向上に対するモチベー
ションを高め、建設業者の育成に貢献することを
目的としている。

平成２６年度 ２００件実施予定
（９月末現在 １６７件実施済）
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・価格評価基準額 及び 低入札基準価格を引き上げ（H25.7～）たことで、平均落札率の上昇や低入札
工事の減少につながっているものと推察

総合評価落札方式への取組み（中間報告）

平成25年度 実績 平成26年度

（上半期） 上半期実績

全発注件数 150件 45件 41件

総合評価件数
（割合）

57件
（38％）

9件
（20％）

５件
（12％）

総合評価の
平均落札率

92％ 91% 93％

総合評価の低入札件数
（割合）

19件
（33％）

3件
（３3％）

0件
（0％）

１．総合評価落札方式の前年度比較（九州支社管内）

速報値

注） 取組み状況の評価については、上半期の動向であるため、速報値扱い

総合評価落札方式への取組み（中間報告）

２．総合評価落札方式 等主な改善点（H2６.７～）

－１ 総合評価落札方式における技術提案に係る負担軽減

● 過大なコスト負担などを要する技術提案は、加点評価しないものとし入札前にその旨を通
知するなど、技術提案における負担軽減につながる施策を実施している

●併せて、過大な技術提案を極力未然に排除するため、過大と考えられる代表的な事例を予
め明示、公表している 【ＨＰ参照】

－２ 工事管理の改善

●「品確法」の理念を踏まえ、受発注者で共有する設計変更ガイドラインへ、発注者の責務
等を明示するとともに、各種研修等により当社社員への周知徹底を図るようにしている

⇒ 工事について、受注者側からだけの必要性によって生じるものは基本的にほとんどなく、
両者どちらから見ても必要性が認められるものを実施することが基本であること．他

●すべての工事に対して、設計・工事施工調整会議（三者会議）において、発注者からの
開催発議だけでなく、受注者からの開催も可能とした

http://corp.w-nexco.co.jp/procurement/guideline/pdfs/consideration_20140701.pdf 
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平成２６年１２月３日
九州地方整備局

試行工事の取り組みについて

九州地方整備局

目 次

１．九州地方整備局における試行状況 （Ｐ １）

２．九州地方整備局における女性技術者の登用を促す試行工事
（Ｐ ２～Ｐ ４）

３．女性がもっと活躍できる建設業を目指して
～女性技術者の登用促進～ （Ｐ ５～Ｐ ７）

４．建設業の将来担い手確保に向けて （Ｐ ８～Ｐ１２）
～若手技術者の登用・育成の促進～

５．参加要件緩和による入札参加機会の拡大 （Ｐ１３～Ｐ１５）
～入札不調・不落対策～

６．民間技術力を活用する多様な入札方式の展開 （Ｐ１６～Ｐ２０）
～「技術提案重視型」の展開～

７．九州地整における一括審査方式の試行方針 （Ｐ２１）

九州地方整備局
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九州地方整備局における試行状況
九州地方整備局

※平成２６年１１月３０日時点の契約済み及び公告済み件数

○女性・若手技術者の登用・育成の促進試行工事

・若手技術者評価型：２件

・若手技術者配置評価型：３件

・女性技術者配置：１件

・女性技能者の登用による工事成績への加点：６８件

・ 施設・設備等の実費計上：６８件

○技術者の現場環境充実における試行工事

・職場環境充実：５０件

○入札参加機会の拡大（参加要件緩和）試行工事

・現場代理人評価見直し型：１５件

実施状況（平成２６年１１月３０日現在）

第１ 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項

現在及び将来の公共工事の品質確保を図るためには、発注者が、法の基本理念にのっとり、公共工
事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公共工事の性格、地域の実情等
に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務を適切に実施することが必要である。

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の一部変更
について（平成２６年９月３０日 閣議決定）

Ⅰ．担い手の中長期的な育成及び確保の促進

九州地方整備局

※平成２６年１１月３０日時点の契約済み及び公告済み件数

○大手総合建設業の技術力活用試行工事

・技術提案評価型（課題提案型）：３件

○地元建設業の技術力活用試行工事

・技術提案評価型（分任官Ｓ型）：３件

○現場条件を熟知した地元建設業の技術力活用試行工事

・施工能力評価型（施工計画評価型）：３件

４ 多様な入札及び契約の方法

（１）競争参加者の技術提案を求める方式

イ 技術提案の求め方

発注者は、競争に参加しようとする者に対し、発注する工事の内容に照らし、必要がないと認める場
合を除き、技術提案を求めるよう努めるものとする。

試行工事の結果を具体的に検証し、新たな総合評価落札方式の展開を図る。

今後の方針

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の一部変更
について（平成２６年９月３０日 閣議決定）

Ⅱ．多様な入札（民間技術力の活用）

九州地方整備局における試行状況
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◇配置予定技術者〔監理（主任）技術者〕に女性技術者を入札参加要件とする工事を実施。
監理（主任）技術者として女性技術者を配置できない場合は、現場代理人あるいは担当技術者に
女性技術者を配置することとし、建設現場において責任ある立場での女性の登用を促す事を目的と
する。

九州地方整備局における
女性技術者の登用を促す試行工事実施概要

【試行内容】

【試行の背景】

◇日本の成長戦略の中で、女性の社会進出が重要課題の一つに挙げられたところ。
日建連では３月に女性技能労働者活用のためのアクションプランを策定しており、 また、去る４
月２４日に国交相と業界５団体トップとの会談で、女性を積極的に活用していくためのアクションプラ
ン「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」（仮称）を共同で策定するとされたところ。
〔目標〕
・女性の担い手確保を建設業の国内人材育成・確保策の柱の一つに位置付ける
・女性技術者・技能労働者を５年以内で倍増を目指す

【入札参加要件等】

①工事種別
・ 九州地方整備局における維持修繕工事の一般競争参加資格の認定を受けている者。
②配置予定技術者
・ 平成１２年度以降に、元請けの技術者として、一般土木または維持修繕工事の経験を有する女
性技術者であること。
監理（主任）技術者として女性技術者を配置できない場合は、現場代理人あるいは担当技術者
に女性技術者を配置することとする。
監理（主任）技術者に女性技術者を配置する者に参加資格があった場合は、競争参加資格確
認通知でその旨を記載し、監理（主任）技術者に女性技術者を配置できる者のみに競争参加資
格を与える。
また、監理（主任）技術者に女性技術者を配置する者に参加資格がなかった場合または参加

がなかった場合には、現場代理人あるいは担当技術者を女性技術者とする者に競争参加資格
を与える。

③企業の同種工事施工実績
・ 平成１２年度以降に、元請けとして次に掲げるア）の要件を満たす同種工事の施工実績を有す
ること。
ア）道路付属物設置の施工実績を有すること。

④本支店・営業所の所在地
・ ○○○県内に建設業法に基づく営業所（一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載され
た本店又は支店等営業所の住所による。）が所在すること。

⑤発注タイプ
・ 一般競争入札方式（施工能力評価型（Ⅱ型））
⑥その他
・ 総合評価において、企業による女性技術者への支援体制を評価。
・ 女性技術者が現場に従事するにあたり必要となった費用（女性専用トイレの設置、女性専用更
衣室の設置等）について、実費計上する。
・ 女性技能者を現場に配置し、施工に従事させたことが確認できた場合は工事成績で加点評価。
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施工能力評価型(Ⅱ型）【河川・道路】 女性技術者配置型 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

過去１５ヵ年間に完成した一般土木または維
持修繕工事の工事実績（最大２件まで）

５段階

九州地方整備局発注工事において監理(主任)
技術者として従事：A
九州地方整備局発注工事において現場代理人
あるいは県又は政令市発注工事において監理
(主任)技術者として従事：Ｂ
九州地方整備局発注工事において担当技術者
あるいは県又は政令市発注工事において現場
代理人あるいは市町村発注工事において監理
(主任)技術者として従事：Ｃ
県又は政令市発注工事において担当技術者あ
るいは市町村発注工事において現場代理人と
して従事：Ｄ
市町村発注工事において担当技術者として従
事：Ｅ

5.0
(2.5×2)

１級または２級土木施工管理技士の経験 ５段階

１級土木施工管理技士の経験年数５年以上：Ａ
１級土木施工管理技士の経験年数５年未満：Ｂ
２級土木施工管理技士の経験年数５年以上：Ｃ
２級土木施工管理技士の経験年数５年未満：Ｄ
資格なし：Ｅ

5.0

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工実
績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そのう
ちの最低の実績をもって評価点を与える

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の発
注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当該年
度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

3.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）より表
彰を受けた工事における申請された直近２ヵ
年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額÷当
該工事種別の過去５年度の地整内平均施工
額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

2.0

企業による女性技術者の支援体制を評価 ５段階 支援体制の適切性を５段階で評価 5.0

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基づく
活動実績（国・県・市町村等）。なお、直接協定
締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等の実
績あり：Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期５ヶ
月以上の維持工事等（橋梁補修、構造物補
修、設備補修、道路・河川維持工事）の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共団
体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に対し
て減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

分類

技
術
者
の
能
力
等

工事実績

評価項目

30

6

減点項目

企
業
の
能
力
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

工事成績

工事の手持ち状況

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

Ⅱ型

10

合　計

地
域
貢
献
等 維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

災害協定に基づく活動実
績

14
必
須

工事実績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業者、
ＶＥ提案優良業者）、工事
成績優秀企業の認定又は
災害復旧等支援活動功労
感謝状

女性技術者の資格

支援体制

▲3.0又は1.5

必
須
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女性技能者の登用による加点評価について

工事成績評定表考査項目別運用表（抜粋）

【施 工】 「′施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫」をはじめ、全17項目
【新 技 術】 「′ （該当技術数： ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、

活用の効果が相当程度確認できた。※本項目は3 点の加点とする。」をはじめ、全5項目
【品 質】 「′土工、設備、電気の品質向上に関する工夫」をはじめ、全4項目
【安全衛生】 「′建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく、安全衛生教育を実施している」をはじめ、全8項目

【そ の 他】 理由：

5.創意工夫Ⅰ.創意工夫

■対象工事
○○○○○○○○工事
■評価方法
工事成績評定の主任技術評価官の「５．創意工夫Ⅰ．創意工夫【その他】」において評価
■評価条件
女性技能者の場合加点する（ただし、登録基幹技能者、技能検定合格者（厚労省）（特級・１級）の有資格
者の場合に更に上乗せして加点）

■従事期間
・当該職種の必要作業日数の１／２（半数）以上従事していれば加点
■評価（加点）方法
・有資格者（登録基幹技能者、技能検定合格者（厚労省）（１級・特級）の認定を受けている者）
評価加点２点

・それ以外の場合
評価加点１点

女性技能者の現場配置を積極的に取り組み、施工に従事させたことが確認できた場
合は工事成績で加点評価し、女性の感性が活かされるきめ細やかな施工による品質
向上を図る。

その他の項目で加点評価
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■安心で働きやすい環境づくりへの取り組みを総合評価で加点評価する
試行の実施

・入札参加企業のうち、安心で働きやすい環境づくり（家事・育児・介護、福祉等）の取
り組みを総合評価で加点する試行を実施し、女性の働きやすい職場環境づくりを促し、
工事の品質向上に寄与

⇒技術者が安心で働きやすい職場環境を整備することで、職務に専念できることに
つながり、品質証明員や本社安全指導員、積算担当等の役割で現場のバックアップ
を行い、当該工事の品質向上に寄与

【（Ⅰ－１） 技術者の現場環境充実】

【（Ⅰ－２） 女性技能者の登用による工事成績への加点】

■女性技能者の現場従事に対して、工事成績で加点評価する試行の実施

・女性技能者の現場配置を積極的に取り組み、施工に従事したことが確
認できた場合は工事成績で加点評価し、女性の感性が活かされるきめ
細やかな施工による品質向上を図る

⇒評価方法
・工事成績評定の主任技術評価官の「５．創意工夫Ⅰ．創意工夫【その他】」にお
いて評価
⇒評価条件
・女性技能者の場合加点する（ただし、登録基幹技能者、技能検定合格者（厚労
省）（特級・１級）の有資格者の場合に更に上乗せして加点）
⇒従事期間
・当該職種の必要作業日数の１／２（半数）以上従事していれば加点
⇒評価（加点）方法
・有資格者（登録基幹技能者、技能検定合格者（厚労省）（特級・１級）の認定を
受けている者） →評価加点２点
・それ以外の場合 →評価加点１点

【（Ⅰ－３） 施設・設備等の実費計上】

■女性が働くために必要となる施設・設備等の実費計上する試行の実施

・女性技術者及び女性技能者が現場に従事するにあたり必要となった費
用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の設置等）について実費計
上する

女性がもっと活躍できる建設業を目指して
～ 女性技術者の登用促進 ～

※評価基準は【参考１】を参照
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施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型） 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

当該工事を設計図書（標準案）の範囲内で
施工する上で重点的に配慮すべきことを求
める

２段階
記載が適切であれば可とし、不適切であれ
ば不可とする。また、記述がない場合も不可
とする。

－ －

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大３件まで）

３段階

より同種性の高い工事において、監理（主
任）技術者として従事：Ａ
より同種性の高い工事において、担当技術
者として従事、または、同種性が認められる
工事において、監理（主任）技術者として従
事：Ｃ
同種性が認められる工事において、担当技
術者として従事：Ｅ

9.0
(3.0×3)

9.0
(3.0×3)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0 6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）
より表彰を受けた工事における申請された
直近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0 3.0

１級土木施工管理技士の経験
又は、配置予定技術者が１級土木施工管
理技士の経験を有し、指導員として現場に
１級土木施工管理技士の経験を有するベ
テラン技術者を配置

４段階

１０年以上：Ａ
５年以上１０年未満：Ｂ
３年以上５年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

《指導員の同時配置》
【配置技術者：５年以上１０年未満】＋【１０年
以上の資格経験を有する指導員の配置】：Ａ
【配置技術者：３年以上５年未満】＋【５年以
上の資格経験を有する指導員の配置】：Ｂ
【配置技術者：３年未満】＋【３年以上の資格
経験を有する指導員の配置】：Ｃ
経験なし：Ｅ

1.0 1.0

１級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「造園」又は「電気」と
なる）

３段階
１０年以上：Ａ
３年以上１０年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

1.0 1.0

継続教育（CPD）の単位を各団体推奨単位
以上取得
(証明日が技術資料等提出期限から過去１
年以内であること。単位取得証明期間は、
技術資料等提出期限から過去１年以内の
日付が含まれていること。)

２段階 推奨単位以上取得：A　　なし：E 1.0 1.0

指定する工事の施工実績の有無 ２段階 あり：A　　なし：E 1.0 1.0

発注者の指定する資格保有技術者を配置
できること（配置予定技術者またはそれ以
外）

２段階～
３段階

資格あり配置可：A、それ以外：E
　　または
複数有：A、ひとつ有：C、
なし：E
  等、適宜設定可

1.0 1.0

工事特性により適宜設定可
２段階～
３段階

工事特性により適宜設定可
1.0 1.0

参　考　１

【（Ⅰ－１）技術者の現場環境充実に適用】

技
術
者
の
能
力
等

必
須

工事実績

20 20

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

継続教育（CPD）の状況

指定する工事の施工実績

発注者の指定する資格保
有技術者

その他

工事成績

表彰（優秀技術者）

配置予定技術者の資格
【下記以外】

配置予定技術者の資格
【造園工事及び工事種別
が電気設備、通信設備、
受変電設備の場合】

施
工
計
画

「設計図書（標準案）の範
囲内で施工上配慮するこ
と」
（１提案を基本とする）

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型
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評価内容
評価
段階

評価基準分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0 2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当
該年度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

4.0 4.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0 2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額
÷当該工事種別の過去５年度の地整内平
均施工額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

4.0 4.0

企業による技術者が安心で働きやすい環
境づくり（家事、育児、介護・福祉）等への
取り組み

５段階

就業規則に則り技術者が現場を離れる場
合、バックアップ要員でカバーしたり、就業規
則に加え、工事の品質確保・向上に繋がる
取り組みについて、具体的な記載があり、複
数の事項に配慮して効果的な提案があった
場合に高く評価する。

2.0 2.0

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基
づく活動実績（国・県・市町村等）。なお、直
接協定締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等の
実績あり：Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0 2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期
５ヶ月以上の維持工事等（橋梁補修、構造
物補修、設備補修、道路・河川維持工事）
の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

１０年以上雇用する１級○○施工管理技士
を取得している人数

３段階
５名以上：Ａ　、２名以上：Ｃ　、
２名未満：Ｅ

2.0 2.0

営業年数の継続性 ３段階
30年以上：Ａ　、15年以上：Ｃ　、
15年未満：Ｅ

2.0 2.0

指定する地域内における本店の所在
２段階～
３段階

地域内に本店あり：Ａ　、
地域内に本店なし：Ｅ
又は、
地域内に本店あり：Ａ　、
地域内近郊に本店あり：Ｃ、
地域内に本店なし：Ｅ

2.0 2.0

指定する建設機械の自社保有又はリース
（○年以上）状況

３段階 自社保有：Ａ　、リース○年：Ｃ　、なし：Ｅ 2.0 2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

6 6

維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基
づく信頼度

継続的な営業に基づく信
頼度

工事の確実かつ円滑な実
施体制としての拠点

専門工種の施工機械自社
保有状況

地
域
貢
献
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定に基づく
活動実績
【一般土木、維持修繕、As
舗装は必須】

減点項目 ▲4.0又は2.0 ▲4.0又は2.0

合　計 40 40

企
業
の
能
力
等

必
須 14 14

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業
者、ＶＥ提案優良業者）、工
事成績優秀企業の認定又
は災害復旧等支援活動功
労感謝状

工事の手持ち状況

企業の支援体制

工事実績
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建設業の将来担い手確保に向けて
～若手技術者の登用・育成の促進～

九州地方
整備局

■配置予定技術者〔監理（主任）技術者〕を若手技術者とする試行工事
の実施

・競争参加資格要件として、配置予定技術者〔監理（主任）技術者〕の年齢
制限を「４０歳以下」とする工事を実施し、建設現場において責任ある立場
での若手の育成・登用を促す

・総合評価の企業評価として、若手技術者が技術的な課題及び地域対策
等困難な課題に対応するための企業としての支援体制（方法）を評価

【（Ⅱ－１） 若手技術者評価型】

【（Ⅱ－２） 若手技術者配置評価型】

■現場代理人または担当技術者を若手技術者とする試行工事の実施

・建設業への新規入職者の減少により、将来の担い手不足、今後の技術力
継承等の懸念が顕在化

・現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術者を専任配置する
場合に、総合評価で資格に応じた加点評価を行い、若手技術者の登用・育
成を促す

評価項目 評価内容 評価段階 評価基準 Ⅰ型 Ⅱ型

技術者の配置
（資格）

技術者として３５歳以下の若年技術者を専
任配置

４段階

現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術者（１
級土木施工管理技士）を専任配置：Ａ
現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術者（２
級土木施工管理技士）を専任配置：Ｂ
現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術者
（資格無し）を専任配置：Ｃ
配置しない：Ｅ

3.0 3.0

※評価基準は【参考２】を参照

※評価基準はＰ【参考３】を参照

●● ●
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施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型） 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

当該工事を設計図書（標準案）の範囲内で
施工する上で重点的に配慮すべきことを求
める

２段階
記載が適切であれば可とし、不適切であれ
ば不可とする。また、記述がない場合も不可
とする。

－ －

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大２件まで）

２段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

4.0
(2.0×2)

4.0
(2.0×2)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

2.0 2.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）
より表彰を受けた工事における申請された
直近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

2.0 2.0

１級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「土木」「建築」「電気
工事」「管工事」又は「造園」となる）

３段階
５年以上：Ａ
２年以上５年未満：Ｃ
２年未満：Ｅ

1.0 1.0

継続教育（CPD）の単位を各団体推奨単位
以上取得
(証明日が技術資料等提出期限から過去１
年以内であること。単位取得証明期間は、
技術資料等提出期限から過去１年以内の
日付が含まれていること。)

２段階 推奨単位以上取得：A　　なし：E 1.0 1.0

指定する工事の施工実績の有無 ２段階 あり：A　　なし：E 1.0 1.0

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0 2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当
該年度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

3.0 3.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0 2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額
÷当該工事種別の過去５年度の地整内平
均施工額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

2.0 2.0

若手技術者が、技術的な課題及び地域対
策等困難な課題に対応するための企業と
しての支援体制（方法）

５段階
企業の支援体制（方法）について、具体的な
記載があり、複数の事項に配慮して効果的
な提案があった場合に高く評価する。

5.0 5.0

参　考　２

　【（Ⅱ－１） 若手技術者評価型に適用】

施
工
計
画

「設計図書（標準案）の範
囲内で施工上配慮するこ
と」
（１提案を基本とする）

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

10 10

工事成績

表彰（優秀技術者）

配置予定技術者の資格

継続教育（CPD）の状況

指定する工事の施工実績

1414

企
業
の
能
力
等

必
須

工事実績

技
術
者
の
能
力
等

必
須

工事実績

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業
者、ＶＥ提案優良業者）、工
事成績優秀企業の認定又
は災害復旧等支援活動功
労感謝状

工事の手持ち状況

支援体制
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評価内容
評価
段階

評価基準分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基
づく活動実績（国・県・市町村等）。なお、直
接協定締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等
の実績あり：Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0 2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期
５ヶ月以上の維持工事等（橋梁補修、構造
物補修、設備補修、道路・河川維持工事）
の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

１０年以上雇用する１級○○施工管理技士
を取得している人数

３段階
５名以上：Ａ　、２名以上：Ｃ　、
２名未満：Ｅ

2.0 2.0

営業年数の継続性 ３段階
30年以上：Ａ　、15年以上：Ｃ　、
15年未満：Ｅ

2.0 2.0

指定する地域内における本店の所在
２段階～
３段階

地域内に本店あり：Ａ　、
地域内に本店なし：Ｅ
又は、
地域内に本店あり：Ａ　、
地域内近郊に本店あり：Ｃ、
地域内に本店なし：Ｅ

2.0 2.0

指定する建設機械の自社保有又はリース
（○年以上）状況

３段階 自社保有：Ａ　、リース○年：Ｃ　、なし：Ｅ 2.0 2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

減点項目 ▲3.0又は1.5 ▲3.0又は1.5

合　計 30 30

地
域
貢
献
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定に基づく
活動実績
【一般土木、維持修繕、As
舗装は必須】

6 6

専門工種の施工機械自社
保有状況

維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基
づく信頼度

継続的な営業に基づく信
頼度

工事の確実かつ円滑な実
施体制としての拠点
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施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型） 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

当該工事を設計図書（標準案）の範囲内で
施工する上で重点的に配慮すべきことを求
める

２段階
記載が適切であれば可とし、不適切であれば不可とす
る。また、記述がない場合も不可とする。

－ －

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大２件まで）

３段階

より同種性の高い工事において、監理（主任）技術者あ
るいは現場代理人として従事：Ａ
より同種性の高い工事において、担当技術者として従
事、または、同種性が認められる工事において、監理
（主任）技術者あるいは現場代理人として従事：Ｃ
同種性が認められる工事において、担当技術者として
従事：Ｅ

6.0
（3.0×2)

6.0
（3.0×2)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及び
北海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）
発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種工事
の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0 6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北海
道開発局（河川・道路、営繕事業部門）より
表彰を受けた工事における申請された直近
４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0 3.0

１級土木施工管理技士の経験
又は、配置予定技術者が１級土木施工管理
技士の経験を有し、指導員として現場に１級
土木施工管理技士の経験を有するベテラン
技術者を配置

４段階

１０年以上：Ａ
５年以上１０年未満：Ｂ
３年以上５年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

《指導員の同時配置》
【配置技術者：５年以上１０年未満】＋【１０年以上の資
格経験を有する指導員の配置】：Ａ
【配置技術者：３年以上５年未満】＋【５年以上の資格
経験を有する指導員の配置】：Ｂ
【配置技術者：３年未満】＋【３年以上の資格経験を有
する指導員の配置】：Ｃ
経験なし：Ｅ

1.0 1.0

１級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「造園」又は「電気」と
なる）

３段階
１０年以上：Ａ
３年以上１０年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

1.0 1.0

技術者として３５歳以下の若年技術者を専
任配置

４段階

現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術
者（１級土木施工管理技士）を専任配置：Ａ
現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術
者（２級土木施工管理技士）を専任配置：Ｂ
現場代理人または担当技術者として３５歳以下の技術
者（資格無し）を専任配置：Ｃ
配置しない：Ｅ

3.0 3.0

継続教育（CPD）の単位を各団体推奨単位
以上取得
(証明日が技術資料等提出期限から過去１
年以内であること。単位取得証明期間は、
技術資料等提出期限から過去１年以内の日
付が含まれていること。)

２段階 推奨単位以上取得：A　　なし：E 1.0 1.0

指定する工事の施工実績の有無 ２段階 あり：A　　なし：E 1.0 1.0

発注者の指定する資格保有技術者を配置
できること（配置予定技術者またはそれ以
外）

２段階～
３段階

資格あり配置可：A、それ以外：E
　　または
複数有：A、ひとつ有：C、
なし：E
  等、適宜設定可

1.0 1.0

工事特性により適宜設定可
２段階～
３段階

工事特性により適宜設定可
1.0 1.0

参　考　３

【（Ⅱ－２）若手技術者配置評価型に適用】

施
工
計
画

「設計図書（標準案）の範
囲内で施工上配慮するこ
と」
（１提案を基本とする）

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

工事成績

表彰（優秀技術者）

配置予定技術者の資格

技術者の配置（資格）

技
術
者
の
能
力
等

必
須

工事実績

20 20

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

継続教育（CPD）の状況

指定する工事の施工実績

発注者の指定する資格保
有技術者

その他

配置予定技術者の資格
【造園工事及び工事種別
が電気設備、通信設備、
受変電設備の場合】
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評価内容
評価
段階

評価基準分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、その
うちの最低の実績をもって評価点を与える

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0 2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の発
注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当該
年度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

4.0 4.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）より
表彰を受けた工事における申請された直近
２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0 2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額÷
当該工事種別の過去５年度の地整内平均
施工額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

4.0 4.0

企業による技術者が安心で働きやすい環境
づくり（家事、育児、介護・福祉）等への取り
組み

５段階

就業規則に則り技術者が現場を離れる場合、バック
アップ要員でカバーしたり、就業規則に加え、工事の品
質確保・向上に繋がる取り組みについて、具体的な記
載があり、複数の事項に配慮して効果的な提案があっ
た場合に高く評価する。

2.0 2.0

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基づ
く活動実績（国・県・市町村等）。なお、直接
協定締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等の実績あり：
Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0 2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期５ヶ
月以上の維持工事等（橋梁補修、構造物補
修、設備補修、道路・河川維持工事）の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

１０年以上雇用する１級○○施工管理技士
を取得している人数

３段階
５名以上：Ａ　、２名以上：Ｃ　、
２名未満：Ｅ

2.0 2.0

営業年数の継続性 ３段階
30年以上：Ａ　、15年以上：Ｃ　、
15年未満：Ｅ

2.0 2.0

指定する地域内における本店の所在
２段階～
３段階

地域内に本店あり：Ａ　、
地域内に本店なし：Ｅ
又は、
地域内に本店あり：Ａ　、
地域内近郊に本店あり：Ｃ、
地域内に本店なし：Ｅ

2.0 2.0

指定する建設機械の自社保有又はリース
（○年以上）状況

３段階 自社保有：Ａ　、リース○年：Ｃ　、なし：Ｅ 2.0 2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

14 14

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業
者、ＶＥ提案優良業者）、工
事成績優秀企業の認定又
は災害復旧等支援活動功
労感謝状

工事の手持ち状況

企業の支援体制

工事実績

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定に基づく
活動実績
【一般土木、維持修繕、As
舗装は必須】

企
業
の
能
力
等

必
須

地
域
貢
献
等

減点項目 ▲4.0又は2.0 ▲4.0又は2.0

合　計 40 40

6 6

維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基
づく信頼度

継続的な営業に基づく信
頼度

工事の確実かつ円滑な実
施体制としての拠点

専門工種の施工機械自社
保有状況
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●● ●

■入札参加要件（同種工事の施工実績における工種や数量規模）を緩和
する試行工事の実施

・比較的工事難易度の低い工事の場合は、施工面積や土量等の施工規模
を原則設定しないことで、企業の競争参加機会を拡大する

《現行》河川の護岸工事 300m2以上の実績
⇒ 《試行》河川の護岸工事の実績

《現行》道路の盛土工事 10,000m3以上の実績
⇒ 《試行》道路の盛土工事の実績

《現行》道路の盛土工事 10,000m3以上の実績
⇒ 《試行》道路・河川いずれかの盛土工事の実績

※過去の参加条件や地域条件等から河川・道路の区分設定を行わない
ことも可とする

【（Ⅲ－２） 入札参加要件を緩和する試行】

⇒現場代理人の実績評価

・現場代理人の工事実績を監理(主任)技術者と同等の評価とする工事を
実施し技術者不足を緩和することで、技術者の活用促進による受注機会
の拡大が図られる

■現場代理人の工事実績を監理（主任）技術者と同等評価する試行工事
の実施

【（Ⅲ－１） 現場代理人評価見直し型】

参加要件緩和による入札参加機会の拡大
～入札不調・不落対策～

※評価基準は【参考４】を参照
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施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型） 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

当該工事を設計図書（標準案）の範囲内で
施工する上で重点的に配慮すべきことを求
める

２段階
記載が適切であれば可とし、不適切であれ
ば不可とする。また、記述がない場合も不可
とする。

－ －

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大３件まで）

３段階

より同種性の高い工事において、監理（主
任）技術者あるいは現場代理人として従事：
Ａ
より同種性の高い工事において、担当技術
者として従事、または、同種性が認められる
工事において、監理（主任）技術者あるいは
現場代理人として従事：Ｃ
同種性が認められる工事において、担当技
術者として従事：Ｅ

9.0
(3.0×3)

9.0
(3.0×3)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0 6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）
より表彰を受けた工事における申請された
直近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0 3.0

１級土木施工管理技士の経験
又は、配置予定技術者が１級土木施工管
理技士の経験を有し、指導員として現場に
１級土木施工管理技士の経験を有するベ
テラン技術者を配置

４段階

１０年以上：Ａ
５年以上１０年未満：Ｂ
３年以上５年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

《指導員の同時配置》
【配置技術者：５年以上１０年未満】＋【１０年
以上の資格経験を有する指導員の配置】：Ａ
【配置技術者：３年以上５年未満】＋【５年以
上の資格経験を有する指導員の配置】：Ｂ
【配置技術者：３年未満】＋【３年以上の資格
経験を有する指導員の配置】：Ｃ
経験なし：Ｅ

1.0 1.0

１級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「造園」又は「電気」と
なる）

３段階
１０年以上：Ａ
３年以上１０年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

1.0 1.0

継続教育（CPD）の単位を各団体推奨単位
以上取得
(証明日が技術資料等提出期限から過去１
年以内であること。単位取得証明期間は、
技術資料等提出期限から過去１年以内の
日付が含まれていること。)

２段階 推奨単位以上取得：A　　なし：E 1.0 1.0

指定する工事の施工実績の有無 ２段階 あり：A　　なし：E 1.0 1.0

発注者の指定する資格保有技術者を配置
できること（配置予定技術者またはそれ以
外）

２段階～
３段階

資格あり配置可：A、それ以外：E
　　または
複数有：A、ひとつ有：C、
なし：E
  等、適宜設定可

1.0 1.0

工事特性により適宜設定可
２段階～
３段階

工事特性により適宜設定可
1.0 1.0

参　考　４

【（Ⅲ－１）現場代理人評価見直し型に適用】

技
術
者
の
能
力
等

必
須

工事実績

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

継続教育（CPD）の状況

指定する工事の施工実績

発注者の指定する資格保
有技術者

その他

20 20

工事成績

表彰（優秀技術者）

配置予定技術者の資格
【下記以外】

配置予定技術者の資格
【造園工事及び工事種別
が電気設備、通信設備、
受変電設備の場合】

施
工
計
画

「設計図書（標準案）の範
囲内で施工上配慮するこ
と」
（１提案を基本とする）

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

14



評価内容
評価
段階

評価基準分類 評価項目 Ⅰ型 Ⅱ型

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0 2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当
該年度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

4.0 4.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0 2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額
÷当該工事種別の過去５年度の地整内平
均施工額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

4.0 4.0

企業による技術者が安心で働きやすい環
境づくり（家事、育児、介護・福祉）等への
取り組み

５段階

就業規則に則り技術者が現場を離れる場
合、バックアップ要員でカバーしたり、就業規
則に加え、工事の品質確保・向上に繋がる
取り組みについて、具体的な記載があり、複
数の事項に配慮して効果的な提案があった
場合に高く評価する。

2.0 2.0

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基
づく活動実績（国・県・市町村等）。なお、直
接協定締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等の
実績あり：Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0 2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期
５ヶ月以上の維持工事等（橋梁補修、構造
物補修、設備補修、道路・河川維持工事）
の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0 2.0

１０年以上雇用する１級○○施工管理技士
を取得している人数

３段階
５名以上：Ａ　、２名以上：Ｃ　、
２名未満：Ｅ

2.0 2.0

営業年数の継続性 ３段階
30年以上：Ａ　、15年以上：Ｃ　、
15年未満：Ｅ

2.0 2.0

指定する地域内における本店の所在
２段階～
３段階

地域内に本店あり：Ａ　、
地域内に本店なし：Ｅ
又は、
地域内に本店あり：Ａ　、
地域内近郊に本店あり：Ｃ、
地域内に本店なし：Ｅ

2.0 2.0

指定する建設機械の自社保有又はリース
（○年以上）状況

３段階 自社保有：Ａ　、リース○年：Ｃ　、なし：Ｅ 2.0 2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％ ▲4.0又は2.0 ▲4.0又は2.0

合　計 40 40

地
域
貢
献
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定に基づく
活動実績
【一般土木、維持修繕、As
舗装は必須】

14 14

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業
者、ＶＥ提案優良業者）、工
事成績優秀企業の認定又
は災害復旧等支援活動功
労感謝状

工事の手持ち状況

企業の支援体制

企
業
の
能
力
等

必
須

工事実績

6 6

維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基
づく信頼度

継続的な営業に基づく信
頼度

工事の確実かつ円滑な実
施体制としての拠点

専門工種の施工機械自社
保有状況

減点項目
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●● ●

■大手総合建設業の技術力を活用する試行工事の実施

・本官工事において、発注者が指定する課題に対して技術提案を求める指定テーマに加え、当該工
事の現地特性や目的物の構造特性を踏まえた課題及び技術提案を競争参加者に自由に求めるこ
とによって、大手総合建設業の技術力を活用し、工事目的物のさらなる品質向上を目指す

【技術提案評価型（課題提案型）】

民間技術力を活用する多様な入札方式の展開
～「技術提案重視型」の展開～

①指定テーマ（発注者指定課題）に対して技術提案を求める

→ ・発注者が工事内容に応じて、予め課題を指定する

・発注者指定の課題に対し、技術提案を最大５提案求め、評価する

②自由テーマとして、競争参加者に課題設定及び技術提案を求める

→ ・当該工事に関する自由課題を求める

・自由課題に対する技術提案を最大５提案求め、評価する

■地元建設業の技術力を活用する試行工事の実施

・分任官工事において、技術提案評価型(S型)を適用し、現場特性や工事目的物の特性に応じた技
術提案を求めることにより、地元建設業の持つ技術力の積極的な活用を図ると共に、工事目的物
のさらなる品質向上を目指す

【技術提案評価型（分任官Ｓ型）】

①指定テーマ（発注者指定課題）に対して技術提案を求める

→ ・発注者が工事内容に応じて、予め課題を指定する

・発注者指定の課題に対し、技術提案を最大３提案求め、評価する

②一括審査方式の適用を可能とし、競争参加者及び発注者双方の事務負担軽減を図る

■現場条件を熟知した地元建設業の技術力を活用する試行工事の実施
・分任官工事において、競争参加者の技術者、企業の評価に加え、施工計画の評価を行うことによ
り、現場条件を熟知した地元建設業の技術力を活用することで、工事目的物のさらなる品質向上を
目指す

【施工能力評価型（施工計画評価型）】

①総合評価項目において、施工計画を求める

→ ・発注者が「環境対策」「安全対策」「品質確保」「工程管理」「関係機関との調整」より当該工事の

現場条件にあった課題を発注者が２項目設定する

・設定した２項目の課題に対して、それぞれ施工計画を求め、評価する

②総合評価項目において、技術者能力（工事実績）の見直し

→ ・技術者に求める工事実績を１件とし、実績の少ない若手技術者等の登用促進を図る

・技術者に求める工事実績について、現場代理人の工事実績を監理（主任）技術者と同等評価

することで、若手技術者等の登用促進を図る

③一括審査方式の適用を可能とし、競争参加者及び発注者双方の事務負担軽減を図る

※本官工事とは発注予定金額の３億円以上、分任官工事とは発注予定金額の３億円未満の工事

※評価基準は【参考３】を参照

※評価基準は【参考１，２】を参照
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技術提案評価型（Ｓ型）【河川・道路】 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

発注者が指定した評価項目に係る技術提
案に基づく施工計画等

提案に見
合った段
階数を設
定

提案毎に評価を行い、加算点は提案毎の点数の合
計とする。
（３段階評価の例）
高い効果が期待できる⇒「優」：１０点
効果が期待できる⇒「良」：５点
一般的事項のみの記載となっている⇒「可」：０点

30.0 30

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大３件まで）

３段階

より同種性の高い工事において、監理（主任）技術
者として従事：Ａ
より同種性の高い工事において、現場代理人ある
いは担当技術者として従事、または、同種性が認め
られる工事において、監理（主任）技術者として従
事：Ｃ
同種性が認められる工事において、現場代理人あ
るいは担当技術者として従事：Ｅ

6.0
(2.0×3)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

6.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年間の工
事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）より
表彰を受けた工事における申請された直近
２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰及び部長表彰、感謝状：C
なし：E

3.0

技術提案の内容の理解度を求める ３段階
提案を十分に理解している：×1.0
提案を理解している：×0.5
上記以外：×0.0

同種工事の監理能力について確認する ３段階
十分な監理能力が確認できる：×1.0
一定の監理能力が期待できる：×0.5
上記以外：×0.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

必
須

工事成績

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

ＷＴＯ以外

15

減点項目

技術提案に対する理解度

表彰（優秀技術者）

分類

技
術
者
の
能
力
等

工事実績

目的物の性能・機能に関す
る事項、社会的要請に関す
る事項、総合的なコストに
関する事項及び施工計画
に係る技術提案

評価項目

技
術
提
案

必
須

工事成績

企
業
の
能
力
等

工事実績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業者、
ＶＥ提案優良業者）、工事
成績優秀企業の認定又は
災害復旧等支援活動功労
感謝状

参考１

《分任官Ｓ型》

15

監理能力

ヒ
ア
リ
ン
グ

必
要
に
応
じ
て
実
施

技術提案の点数に乗じ
る

技術者の工事実績の点
数に乗じる

▲6.0又は3.0

60合　計
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技術提案評価型（Ｓ型）【河川・道路】　地元企業活用評価型 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

発注者が指定した評価項目に係る技術提
案に基づく施工計画等

提案に見
合った段
階数を設
定

提案毎に評価を行い、加算点は提案毎
の点数の合計とする。
（３段階評価の例）
高い効果が期待できる⇒「優」：１０点
効果が期待できる⇒「良」：５点
一般的事項のみの記載となっている⇒
「可」：０点

30.0 30

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（最大３件まで）

３段階

より同種性の高い工事において、監理
（主任）技術者として従事：Ａ
より同種性の高い工事において、現場
代理人あるいは担当技術者として従
事、または、同種性が認められる工事
において、監理（主任）技術者として従
事：Ｃ
同種性が認められる工事において、現
場代理人あるいは担当技術者として従
事：Ｅ

6.0
(2.0×3)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階

より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：
Ｅ

3.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年間の工
事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

4.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）より
表彰を受けた工事における申請された直近
２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階

局長表彰、認定：A
事務所長表彰及び部長表彰、感謝状：
C
なし：E

2.0

本工事の指定する工種への建設現場にお
ける配置予定建設技能者の平成４年以降
の表彰実績及び登録基幹技能者の配置

４段階

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マ
スター）（大臣表彰）及び国土交通功労
者表彰（優秀現場従事者）（局長表
彰）：Ａ、
国土交通功労者表彰（優秀現場従事
者）（事務所長表彰）：Ｂ、
当該工事内容に該当する登録基幹技
能者の配置：Ｃ、
なし：Ｅ

2.0

平成18年度以降の表彰実績 ２段階
優良工事における下請者表彰
（事務所長表彰）：A　、　なし：Ｅ

1.0

地元下請け企業との契約比率と地元資材
調達比率の合計比率
（比率については、それぞれ、入札価格に
対する割合とする。）

５段階
標準値以上の最も比率の高いものを
優位に評価する。

3.0

技術提案の内容の理解度を求める ３段階
提案を十分に理解している：×1.0
提案を理解している：×0.5
上記以外：×0.0

同種工事の監理能力について確認する ３段階
十分な監理能力が確認できる：×1.0
一定の監理能力が期待できる：×0.5
上記以外：×0.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

必
須

工事実績

減点項目 ▲6.0又は3.0

合　計 60

ヒ
ア
リ
ン
グ

必
要
に
応
じ
て
実
施

技術提案に対する理解度
技術提案の点数に乗

じる

監理能力
技術者の工事実績の
点数に乗じる

技
術
提
案

目的物の性能・機能に関す
る事項、社会的要請に関す
る事項、総合的なコストに
関する事項及び施工計画
に係る技術提案

15

工事成績

表彰（優秀技術者）

企
業
の
能
力
等

必
須

工事実績

15

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業者、
ＶＥ提案優良業者）、工事
成績優秀企業の認定又は
災害復旧等支援活動功労
感謝状

○○工へ配置する配置予
定建設技能者の表彰実績
及び登録基幹技能者の配
置

下請け予定業者の表彰実
績

地元企業活用比率

技
術
者
の
能
力
等

参考２

評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目 ＷＴＯ以外

《分任官Ｓ型》
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施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型）【河川・道路】 【平成２６年度】

評価内容
評価
段階

評価基準

当該工事を設計図書（標準案）の範囲内で
施工する上で重点的に配慮すべきことを求
める

３段階

「環境対策」「安全対策」「品質確保」「工程管理」
「関係機関との調整」より当該工事の現場条件
にあった課題（５項目から２項目を定める）の記
載について、それぞれ「優、可、不可」の３段階
を行い、２つの評価の合計点とする。

「優」⇒５点
「可」⇒０点
「不可」⇒「×」
２項目とも「不可」だった場合、「参加資格なし」

10.0 10

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の工事
実績（１件）

３段階

より同種性の高い工事において、監理（主任）技
術者あるいは現場代理人として従事：Ａ
より同種性の高い工事において、担当技術者と
して従事、または、同種性が認められる工事に
おいて、監理（主任）技術者あるいは現場代理人
として従事：Ｃ
同種性が認められる工事において、担当技術者
として従事：Ｅ

3.0
(3.0×1)

地方整備局（港湾空港関係を除く）発注及
び北海道開発局（河川・道路、営繕事業部
門）発注の過去４ヵ年度+当該年度の同種
工事の内、申請された１件の工事成績

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

6.0

地方整備局（港湾空港関係を除く）及び北
海道開発局（河川・道路、営繕事業部門）よ
り表彰を受けた工事における申請された直
近４ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰：Ａ
事務所長表彰及び部長表彰：C
なし：E

3.0

１級土木施工管理技士の経験
又は、配置予定技術者が１級土木施工管
理技士の経験を有し、指導員として現場に
１級土木施工管理技士の経験を有するベテ
ラン技術者を配置

４段階

１０年以上：Ａ
５年以上１０年未満：Ｂ
３年以上５年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

《指導員の同時配置》
【配置技術者：５年以上１０年未満】＋【１０年以
上の資格経験を有する指導員の配置】：Ａ
【配置技術者：３年以上５年未満】＋【５年以上の
資格経験を有する指導員の配置】：Ｂ
【配置技術者：３年未満】＋【３年以上の資格経
験を有する指導員の配置】：Ｃ
経験なし：Ｅ

1.0

１級○○施工管理技士の経験
（○○は工種によって「造園」又は「電気」と
なる）

３段階
１０年以上：Ａ
３年以上１０年未満：Ｃ
３年未満：Ｅ

1.0

継続教育（CPD）の単位を各団体推奨単位
以上取得
(証明日が技術資料等提出期限から過去１
年以内であること。単位取得証明期間は、
技術資料等提出期限から過去１年以内の
日付が含まれていること。)

２段階 推奨単位以上取得：A　　なし：E 1.0

指定する工事の施工実績の有無 ２段階 あり：A　　なし：E 1.0

発注者の指定する資格保有技術者を配置
できること（配置予定技術者またはそれ以
外）

２段階～
３段階

資格あり配置可：A、それ以外：E
　　または
複数有：A、ひとつ有：C、
なし：E
  等、適宜設定可

1.0

工事特性により適宜設定可
２段階～
３段階

工事特性により適宜設定可
1.0

《施工計画評価型》
評価項目の満点に対しての評価割合（率）Ａ：100%、Ｂ：75％、Ｃ：50％、Ｄ：25％、Ｅ：0％
                                   a：100%、b：83％、c：67％、d：50％、e：33％、f：17％、g：0％

分類 評価項目
Ⅰ型

（施工計画評価）

施
工
計
画

「設計図書（標準案）の範囲
内で施工上配慮すること」
（２提案を基本とする）

技
術
者
の
能
力
等

必
須

工事実績

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

工事成績

表彰（優秀技術者）

配置予定技術者の資格
【下記以外】

配置予定技術者の資格
【造園工事及び工事種別が
電気設備、通信設備、受変
電設備の場合】

継続教育（CPD）の状況

指定する工事の施工実績

発注者の指定する資格保
有技術者

その他

14

参考３

19



評価内容
評価
段階

評価基準分類 評価項目
Ⅰ型

（施工計画評価）

過去１５ヵ年間に完成した同種工事の施工
実績規模
ただし、複数の実績を申請した場合は、そ
のうちの最低の実績をもって評価点を与え
る

３段階
より同種性の高い工事の実績あり：Ａ
同種性の高い工事の実績あり：Ｃ
同種性が認められる工事の実績あり：Ｅ

2.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）の
発注した当該工事種別の過去４ヵ年度+当
該年度の工事成績の平均

７段階

80点以上：ａ
78点以上80点未満：ｂ
76点以上78点未満：ｃ
74点以上76点未満：ｄ
72点以上74点未満：ｅ
70点以上72点未満：ｆ
70点未満：ｇ

4.0

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）より
表彰を受けた工事における申請された直近
２ヵ年の実績（工事種別は問わない）

３段階
局長表彰、認定：A
事務所長表彰、感謝状：C
なし：E

2.0

当該工事種別の地整内当該年度施工額÷
当該工事種別の過去５年度の地整内平均
施工額

５段階
０．２未満：Ａ　、０．４未満：Ｂ　、
０．６未満：Ｃ　、０．８未満：Ｄ　、
０．８以上：Ｅ

4.0

過去２ヵ年度＋当該年度の災害協定に基
づく活動実績（国・県・市町村等）。なお、直
接協定締結の評価は、当該年度に限る。

４段階

災害協定に基づいた活動実績あり：Ａ、
直轄事業との災害協定に基づいた巡視等の実
績あり：Ｂ、
直接災害協定の締結あり活動実績なし：Ｃ、
直接災害協定の締結なし：Ｅ

2.0

過去１ヵ年度＋当該年度に完成した工期
５ヶ月以上の維持工事等（橋梁補修、構造
物補修、設備補修、道路・河川維持工事）
の実績

３段階
九州地方整備局の実績あり：A　、
県又は市町村の実績あり：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0

過去５ヵ年度＋当該年度の実績 ３段階
３件以上：Ａ　、１から２件：Ｃ　、
なし：Ｅ

2.0

１０年以上雇用する１級○○施工管理技士
を取得している人数

３段階
５名以上：Ａ　、２名以上：Ｃ　、
２名未満：Ｅ

2.0

営業年数の継続性 ３段階
30年以上：Ａ　、15年以上：Ｃ　、
15年未満：Ｅ

2.0

指定する地域内における本店の所在
２段階～
３段階

地域内に本店あり：Ａ　、
地域内に本店なし：Ｅ
又は、
地域内に本店あり：Ａ　、
地域内近郊に本店あり：Ｃ、
地域内に本店なし：Ｅ

2.0

指定する建設機械の自社保有又はリース
（○年以上）状況

３段階 自社保有：Ａ　、リース○年：Ｃ　、なし：Ｅ 2.0

九州地方整備局又は九州７県の地方公共
団体の｢指名停止」「文書注意」等の措置に
対して減点

２段階
指名停止：加算点満点の10％
文書注意：加算点満点の5％

工事の確実かつ円滑な実
施体制としての拠点

合　計 40

地
域
貢
献
等

オ
プ
シ

ョ
ン
項
目

災害協定に基づく
活動実績
【一般土木、維持修繕、As
舗装は必須】

4

維持工事等の実績

近隣地域内工事の実績

継続的な技術者保有に基
づく信頼度

継続的な営業に基づく信頼
度

専門工種の施工機械自社
保有状況

減点項目 ▲4.0又は2.0

企
業
の
能
力
等

必
須

工事実績

12

工事成績

表彰（安全施工、優良施
工、災害復旧等功労業者、
ＶＥ提案優良業者）、工事
成績優秀企業の認定又は
災害復旧等支援活動功労
感謝状

工事の手持ち状況
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●● ●
九州地整における一括審査方式の試行方針

目 的

①技術審査業務の負担軽減。
②発注者・競争参加者双方の入札手
続きの効率化により予算の早期執行
を図る。

要 旨

参加資格要件等を共通化できる複
数工事の発注が同時期に予定されて
いる場合、競争参加者からの技術資
料の提出は、１つのみとし発注者・競
争参加者双方の業務負担の軽減を
図るとともにスピーディな予算の執行
に寄与する。

一括審査方式の内容

①複数工事の発注に対して同一テー
マの技術提案（施工計画）を求める。
②入札は、すべての工事または、希
望する工事のみ札を入れる。
③入札説明書で示した開札順番ごと
に開札し、工事ごとに評価値の最も
高い者に落札決定する。
④なお、受注した企業は、工事に専
念し確実な施工を実施する体制の構
築が求められるため、１公告に配置
できる予定技術者は、技術提案（施
工計画）を熟知し確実に履行できる１
名としてリスクの分散を図る。
⑤落札決定し、配置予定技術者がい
なくなった企業は、以降の入札は無
効扱いとする。

【イメージ図】

①工事

１番目

②工事

２番目

③工事

３番目

複数工事一括発注

５位 ２位
落札決定
１位

落札決定
１位 無効 無効

３位 ４位 ２位

６位 ３位 ３位

２位
落札決定
１位 無効

４位 ５位 ４位

工事
開札順番

・技術提案（施工計画）
（各工事共通テーマ）
・配置予定技術者
１名のみ申請

評価値順位 評価値順位 評価値順位

業者

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

・
・

・
・

・
・

・
・
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九州地方整備局

【平成２６年１２月３日】

国土交通省 九州地方整備局

品確法改正について

九州地方整備局

目 次

改正品確法について ・・・・・・（Ｐ １～Ｐ１２）

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（新旧対照表）（参考資料－１） ・・・・・・（Ｐ１３～Ｐ２９）

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の一部変更について（参考資料－２）
・・・・・・（Ｐ３０～Ｐ４１）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更について（参考資料－３）
・・・・・・（Ｐ４２～Ｐ５９）

発注関係事務の運用に関する指針（骨子案） （参考資料－４） ・・・・・・（Ｐ６０～Ｐ６７）

企業の適切な技術評価の確認をＪＡＣＩＣが支援します（参考資料－５） ・・・・・・（Ｐ６８～Ｐ６９）

資料－８



九州地方整備局
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民間投資額（兆円）

政府投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（兆円） （千業者、万人）

（年度）出所：国土交通省「建設投資見通し」・「許可業者数調べ」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成22年度まで実績、24年度・25年度は見込み、26年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均(2010年国勢調査基準) （※Ｈ23年平均は、東日本大震災に伴う補完推計値。）

就業者数のピーク

685万人（９年平均）

499万人
（25年平均）

就業者数ピーク比
▲27.2%

許可業者数のピーク

600千業者（11年度末）

建設投資

48.5兆円 建設投資ピーク時比
▲42.2％

許可業者数ピーク比
▲21.7%

470千業者
（25年度末）

建設投資のピーク

84.0兆円（４年度）

○ 建設投資額はピーク時の４年度：約84兆円から22年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、26年度は
前年度比0.5％減の48兆4,700億円となる見通し（ピーク時から約42％減）。

○ 建設業者数（25年度末）は約47万業者で、ピーク時（11年度末）から約22％減。
○ 建設業就業者数（25年平均）は499万人で、ピーク時（９年平均）から約27％減。

全国の建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

九州地方整備局

1



九州地方整備局

大臣許可業者 (746)

福岡 391

佐賀 72

長崎 60

熊本 72

大分 54

宮崎 41

鹿児島
56

●九州の建設業許可業者数（平成26年3月31日現在）

●九州の建設業就業者数 【総務省労働力調査（九州）より】

知事許可業者 (49,506)

福岡
20413

佐賀
3131

長崎
4968

熊本
6476

大分
4433

宮崎
4579

鹿児島
5506

※括弧書きは平成25年3月末現在からの増減

平成１１年平均 ７２．９万人 平成２５年平均 ５４万人 ▲２５．９％

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 計

( 5) (▲ 2) (▲ 2) ( 0) ( 2) (▲ 3) (▲ 8) (▲ 8)

391 72 60 72 54 41 56 746

(▲ 37) (▲ 4) (▲ 19) ( 27) (▲ 16) ( 1) ( 12) (▲ 36)

20,413 3,131 4,968 6,476 4,433 4,579 5,506 49,506
対ピーク年度末比減少率 ▲20.6% ▲24.5% ▲20.3% ▲21.4% ▲16.6% ▲28.3% ▲16.8% ▲20.9%

（ピーク年度） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１６） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１５） （Ｈ１１）
（昨年度からの増減） (▲ 32) (▲ 6) (▲ 21) ( 27) (▲ 14) (▲ 2) ( 4) (▲ 44)

計 20,804 3,203 5,028 6,548 4,487 4,620 5,562 50,252

（昨年度からの増減）

大臣許可

（昨年度からの増減）

知事許可

（平成２４年平均 ５３万人）

九州の建設業許可業者数、建設就業者数

九州地方整備局

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

Ｈ２１年 157 20 50 44 34 39 33
Ｈ２２年 125 17 22 44 27 23 30
Ｈ２３年 117 20 26 45 24 24 20
Ｈ２４年 111 21 31 32 18 22 29
Ｈ２５年 92 12 5 18 17 10 16
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○九州７県の合計の倒産件数 H２１ ３７７件 Ｈ２２ ２８８件 Ｈ２３ ２７６件 Ｈ２４ ２６４件 Ｈ２５ １７０件
○九州７県の全業種に占める建設業者の倒産の割合 H２１ ３６．３％ Ｈ２２ ３５．６％ Ｈ２３ ３４．１％ Ｈ２４ ３４．３％ Ｈ２５ ２４．５％

＊）出所：東京商工リサーチ資料より作成。負債額総額１，０００万円以上を集計

全産業に占める建設業の倒産の割合

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

Ｈ２１年 32.7% 33.3% 41.0% 34.6% 35.1% 50.6% 42.9%
Ｈ２２年 33.3% 36.2% 30.6% 38.6% 38.0% 35.4% 46.9%
Ｈ２３年 30.0% 44.4% 33.3% 40.9% 36.4% 42.1% 31.3%
Ｈ２４年 30.7% 38.9% 43.7% 36.0% 29.0% 32.8% 44.6%
Ｈ２５年 26.2% 23.5% 10.2% 25.0% 29.3% 26.3% 21.1%

九州各県別建設業倒産件数及び全業種に占める建設業者の倒産の割合

倒産件数

2



九州地方整備局
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○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約10%と高
齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成24年と比較して
55歳以上が約11万人増加、29歳以下が約5万人減少（平成25年）

出所：総務省「労働力調査」
出所： 務省「  力調 」（暦年平均）

○建設業就業者： 685万人（H9） 499万人（H25） ▲ 186万人（▲27%）

○技術者 ： 41万人（H9） 27万人（H25） ▲ 16万人（▲34%）

○技能労働者 ： 455万人（H9） 338万人（H25） ▲ 117万人（▲26%）

技能労働者等の減少 建設業就業者の高齢化の進行

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。）

建設業就業者の現状
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（万人）

その他

販売従事者

管理的職業、事務従事者

技術者

技能労働者

九州地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

高齢者の引退、若年者の入職減

平成２２年の
建設技能労働者等の人口ピラミッド

１０年後の

建設技能労働者等の人口ピラミッド
（想定）

出典：総務省「国勢調査（2010年）」
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これだけの技能労働者を、
若年入職で補填しなくてはならない。

（万人） （万人）

○ 現在、６０歳以上の建設技能労働者等は５２万人存在し、全体の約１８％に上ります。

○ 今後も引退による労働者数の減少は続き、１０年後には、大半が引退することになります。

○ 他の年齢層においても年齢の上昇が見込まれます。 若年入職者の確保が課題です。

※ なお、一定の能力を備えた技能労働者等を育成するためには、職種にはよるものの、概ね１０年程度の時間がかかると
言われています。
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九州地方整備局品確法と建設業法・入契法等の一体的改正について

品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正

■建設工事の担い手の育成・確保
・建設業者、建設業者団体、国土交通大臣による担い手の育成・確保の責務

■基本理念の追加：将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保、ダンピング防止 等

■発注者の責務（基本理念に配慮して発注関係事務を実施）を明確化
（例）予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、計画的な発注、円滑な設計変更

■事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、それにより行き過ぎた価格競争を是正

入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）の改正

■ダンピング対策の強化
・ダンピング防止を入札契約の適正化の柱として追加
・入札の際の入札金額の内訳の提出、発注者による確認

建設業法の改正

■適正な施工体制確保の徹底
・業種区分を見直し、解体工事業を新設
・建設業の許可等について暴力団排除条項を整備

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法」を中心に、
密接に関連する「入契法」、「建設業法」も一体として改正。

＜目的＞ 公共工事の品質確保の促進
→そのための基本理念や発注者・受注者の責務を明確化し、品質確保の促進策を規定

■契約の適正な履行（＝公共工事の適正な施工）を確保
・施工体制台帳の作成・提出義務を拡大

品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定
＜建設業法等の一部を改正する法律＞

＜目的＞ 公共工事の入札契約の適正化
→公共工事の発注者・受注者が、入札契約適正化のために
講ずべき基本的・具体的な措置を規定

＜目的＞ 建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達
→建設業の許可や欠格要件、建設業者としての責務等を規定

基本理念を実現するため

九州地方整備局
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九州地方整備局

九州地方整備局
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九州地方整備局

九州地方整備局
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九州地方整備局

九州地方整備局
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九州地方整備局

九州地方整備局
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九州地方整備局

九州地方整備局●建設業法等の一部を改正する法律（平成２６年６月４日公布） 建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（入契法）
・浄化槽法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

背景背景

○近年の建設投資の大幅な減少による受注競争の激化により、
ダンピング受注や下請企業へのしわ寄せが発生。

建設工事の適正な施工とその担い手の確保が喫緊の課題

ダンピング対策の強化と建設工事の担い手の確保

③建設業者及びその団体による担い手確保・育成並びに国土交通大臣による
支援の責務を明記【建設業法】

①ダンピング防止を公共工事の入札契約適正化の柱として追加【入契法】

②公共工事の入札の際の入札金額の内訳の提出を義務付け、発注者はそれを
適切に確認【入契法】 手抜き工事や下請へのしわ寄せを防止

見積能力のない業者が最低制限価格
で入札するような事態を排除
談合の防止

業界による自主的な取組を促進することにより、建設
工事の担い手の確保・育成を推進

維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保

⑥建設業許可に係る暴力団排除条項を整備(※)するとともに、受注者が暴力
団員等と判明した場合に公共発注者から許可行政庁への通報を義務付け
【建設業法】【入契法】

④建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに見直し、解体工事業を新設
【建設業法】

⑤公共工事における施工体制台帳の作成・提出義務を小規模工事にも拡大
（下請金額による下限を撤廃）【入契法】

→離職者の増加、若年入職者の減少等による将来の工事の担い手不足等
が懸念

→維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保が急務

建設業・公共工事からの暴力団排除を徹底

維持修繕等の小規模工事も含め、施工体制の把握を徹底
することにより、手抜き工事や不当な中間搾取を防止

解体工事について、事故を防ぎ、工事の質を確保する
ため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置

※許可が不要な浄化槽工事業・解体工事業の登録についても暴力団排除条項を整備【浄化槽法】【建設リサイクル法】

⑦その他、許可申請書の閲覧制度について個人情報を含む書類を除外する等、必要な改正を措置

品確法（※）改正等の入札契約制度の改革と一体となって、
現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工とその担い手の確保を実現

（※）公共工事の品質確保の促進に関する法律

○維持更新時代の到来に伴い解体工事等の施工実態に変化が発
生。

経緯
5／29 衆議院本会議可決（全会一致）

６／４ 公布

４／４ 参議院本会議可決（全会一致）

概要概要

H26.9に施行予定 （①）

公布の日から２年以内に施行 （④）

公布の日（H26.6.4）に施行 （③）施行日

H27. 4. 1に施行予定 （②⑤⑥⑦）

⇒入契法に基づく
適正化指針改正
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九州地方整備局

発注関係事務の運用に関する指針 策定スケジュール（案）

平成26年6月4日 「公共工事の品質確保に関する法律の一部を改正する法律」公布・施行

・地方公共団体及び建設業団体等からの意見等の提出

平成26年12月（予定） 発注関係事務の運用に関する指針 策定

平成26年7月上旬 発注関係事務の運用に関する指針（骨子イメージ案）の提示

平成26年10月上旬 発注関係事務の運用に関する指針 （骨子案）の提示

・発注関係事務の運用に関する指針（骨子イメージ案）の作成

・地方公共団体及び建設業団体等からの意見等の提出

（平成26年8月29日まで）

（平成26年11月7日まで）

九州地方整備局

発注関係事務の運用に関する指針（骨子案）に係る意見等の提出について

地方整備局等

都道府県

（ １０月７日）
意見提出依頼の周知

（１１月７日まで）
意見等の提出

（１０月７日～）
意見提出依頼の周知

ブロック内の
市区町村

（指定都市を除く）

ブロック内の
建設業団体
（地方団体）

ブロック内の
都道府県
政令指定都市

（１０月７日）
意見提出依頼の
周知

（１１月７日まで）
意見等の提出

本省

建設業団体
（全国団体）

（１１月７日まで）
意見等の提出

（１０月７日）
意見提出依頼の
周知

（１０月７日）
意見提出依頼の
周知

（１１月７日まで）
意見等の提出

※ 公共工事の品質確保
に関する九州連絡協議会
（１０月２１日）

※ 各県部会
（１０月２４日～１１月５日）
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九州地方整備局

骨子案への反映状況

骨子イメージ（案）に対する地方公共団体及び建設業団体からの主な意見

九州地方整備局

０．本指針の位置づけについて

【都道府県・政令市】 【市区町村】

【主な意見】
■運用指針を発注者共通のルールとして強制するのでなく、各発注者の実情を踏まえた柔軟な運用
を認めてほしい

■運用指針での規定内容について、それが義務事項なのか努力事項なのかが分かるように表現にし
てほしい

（対象：平成２６年８月２９日までに地方公共団体から提出された意見）

地方公共団体からの意見

運用指針を発

注者共通の

ルールとして強

制するのでな

く、各発注者の

実情を踏まえた

柔軟な運用を

認めてほしい
54%

運用指針での

規定内容につ

いて、それが義

務事項なのか

努力事項なの

かが分かるよう

に表現にしてほ

しい
17%

参考となる具体的

な内容を例示して

ほしい
8%

運用指針の位置付

けや目標（達成時

期等）を明らかにし

てほしい

8%

その他意見等

13%

運用指針を発

注者共通の

ルールとして強

制するのでな

く、各発注者の

実情を踏まえた

柔軟な運用を

認めてほしい
71%

運用指針での

規定内容につ

いて、それが義

務事項なのか

努力事項なの

かが分かるよう

に表現にしてほ

しい
8%

参考となる具体

的な内容を例示

してほしい
5%

運用指針の位置

付けや目標（達

成時期等）を明ら

かにしてほしい
5%

その他意見等
11%
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九州地方整備局
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公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するため

の基本的な方針の一部変更について

平成２６年９月３０日

閣 議 決 定

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１

８号）第９条第１項の規定に基づき、公共工事の品質確保の促進

に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針（平成１７

年８月２６日閣議決定）を別紙のとおり変更する。

1

（別紙）

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するため

の基本的な方針

政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年

法律第１８号。以下「法」という ）第９条第１項に基づき、公。

共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための

（ 「 」 。） 、 、基本的な方針 以下 基本方針 という を 次のように定め

これに従い、法第１０条に規定する各省各庁の長、特殊法人等の

代表者及び地方公共団体の長は、公共工事の品質確保の促進を図

るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第１ 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項

公共工事は、国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整

備するものとして社会経済上重要な意義を有しており、その品質

は、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。

建設工事は、目的物が使用されて初めてその品質を確認できる

、 、こと その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと

個別の工事により品質に関する条件が異なること等の特性を有し

ている。公共工事に関しては、厳しい財政事情の下、公共投資の

減少やその受注をめぐる価格面での競争の激化により、ダンピン

グ受注（その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通

。 。） 。常見込まれない契約の締結をいう 以下同じ 等が生じてきた

そのため、工事中の事故や手抜き工事の発生、地域の建設業者の

疲弊や下請業者や技能労働者等へのしわ寄せ、現場の技能労働者

等の賃金の低下をはじめとする就労環境の悪化に伴う若手入職者
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の減少、更には建設生産を支える技術・技能の承継が困難となっ

ているという深刻な問題が発生している。このような状況の下、

将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成

及び確保に関する懸念が顕著となっている。予定価格の作成や入

札及び契約の方法の選択、競争参加者の技術的能力の審査や工事

の監督・検査等の発注関係事務を適切に実施することができない

脆弱な体制の発注者や、いわゆる歩切りを行うこと、ダンピング

受注を防止するための適切な措置を講じていないこと等により、

公共工事の品質確保が困難となるおそれがある低価格での契約の

締結を許容している発注者の存在も指摘されており、これも、将

来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及

び確保に関する懸念の一つとなっている。さらに、防災・減災、

社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、

地域においては、災害対応を含む地域の維持管理を担う建設業者

が不足し、地域の安全・安心の維持に支障が生じるおそれがある

ことへの懸念が指摘されている。こうしたことから、将来にわた

る公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を

促進するための対策を講じる必要がある。

また、我が国の建設業界の潜在的な技術力は高い水準にあるこ

とから、公共工事の品質確保を促進するためには、民間企業が有

する高い技術力を有効に活用することが必要である。しかし、現

在の入札及び契約の方法は、画一的な運用になりがちである、民

間の技術やノウハウを必ずしも最大限活用できていない、受注競

争の激化による地域の建設産業の疲弊や担い手不足等の構造的な

問題に必ずしも十分な対応ができていない等の課題が存在する。

このような観点に立つと、現在及び将来の公共工事の品質確保

を図るためには、発注者が、法の基本理念にのっとり、公共工事

の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、公

3

共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択

その他の発注関係事務を適切に実施することが必要である。

また、発注者が主体的に責任を果たすことにより、技術的能力

を有する競争参加者による競争が実現され、経済性に配慮しつつ

価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が総合的に優れ

た内容の契約がなされることも重要である。こうした契約がなさ

れるためには、発注者が、事業の目的や工事の性格等に応じ、競

争参加者の技術的能力の審査を適切に行うとともに、品質の向上

に係る技術提案を求めるよう努め、その場合の落札者の決定にお

いては、価格に加えて技術提案の優劣等を総合的に評価すること

により、最も評価の高い者を落札者とすることが基本となる。加

えて、発注者は、工事の性格、地域の実情等に応じ、競争参加者

の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等を適切に行うよう

努めることも必要である。

さらに、工事完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の

維持管理により、公共工事の目的物の品質を将来にわたって確保

する必要がある。加えて、地域において災害対応を含む維持管理

が適切に行われるよう、地域における担い手の育成及び確保につ

いて地域の実情を踏まえた十分な配慮がなされることが必要であ

る。

これらにより、公共工事の施工に必要な技術的能力を有する者

が中長期的に確保され、また、これらの者が公共工事を施工する

こととなることにより、現在及び将来の公共工事の目的物の品質

が確保されることとなる。また、競争参加者の技術的能力の審査

を行った場合には、必要な技術的能力を持たない建設業者が受注

者となることにより生じる施工不良や工事の安全性の低下、一括

下請負等の不正行為が未然に防止されることとなる。

、 、さらに ペーパーカンパニー等の不良・不適格業者が排除され
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技術と経営に優れた企業が伸びることのできる環境が整備される

こととなる。

加えて、民間企業の高度な技術提案がより的確に活用された場

合には、工事目的物の環境の改善への寄与、長寿命化、工期短縮

等の施工の効率化等が図られることとなり、一定のコストに対し

、 。て得られる品質が向上し 公共事業の効率的な執行にもつながる

さらに、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われるこ

とで、談合が行われにくい環境が整備されることも期待される。

公共工事に関する調査（点検及び診断を含む。以下同じ ）及。

び設計についても、その品質確保は、公共工事の品質を確保する

ために必要であり、かつ、建設段階及び維持管理段階を通じた総

。 、合的なコストの縮減と品質向上に寄与するものである このため

公共工事に関する調査及び設計の契約においても、その業務の内

容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有す

る資格等により適切に評価され、十分に活用されること、価格の

みによって契約相手を決定するのではなく、必要に応じて技術提

案を求め、その優劣を評価し、最も適切な者と契約を結ぶこと等

を通じ、その品質を確保することが求められる。

公共工事の品質確保の取組を進めるに当たっては、入札及び契

約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性を確保

し、発注者の説明責任を適切に果たすとともに、談合、入札談合

等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること、ダンピン

グ受注が防止されること、不良・不適格業者の排除が徹底される

こと等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなけれ

ばならない。

また、公共工事の品質確保に当たっては、受注者のみならずそ

の下請業者として工事を施工する専門工事業者やこれらの者に使

用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすこ

5

とから、これらの者の能力が活用されるとともに、賃金その他の

労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮さ

れなければならない。さらに、発注者と受注者間の請負契約のみ

ならず下請業者に係る請負契約についても対等な立場で公正に適

正な額の請負代金で締結され、その代金ができる限り速やかに支

払われる等により誠実に履行されるなど元請業者と下請業者の関

係の適正化が図られるように配慮されなければならない。

第２ 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な

方針

１ 発注関係事務の適切な実施

公共工事の発注者は、法第３条の基本理念にのっとり、公共工

事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、

競争に参加する資格を有する者の名簿（以下「有資格業者名簿」

という ）の作成、仕様書、設計書等の契約図書の作成、予定価。

格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工

事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び

評価その他の発注関係事務（新設の工事だけではなく、維持管理

。） 。に係る発注関係事務を含む を適切に実施しなければならない

（１）予定価格の適正な設定

公共工事を施工する者が、公共工事の品質確保の担い手となる

人材を育成し、確保するための適正な利潤の確保を可能とするた

めには、予定価格が適正に定められることが不可欠である。この

ため、発注者が予定価格を定めるに当たっては、その元となる仕

様書、設計書を現場の実態に即して適切に作成するとともに、経
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済社会情勢の変化により、市場における労務、資材、機材等の取

引価格の変動に対応し、市場における最新の取引価格や施工の実

態等を的確に反映した積算を行うものとする。また、この適正な

積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについ

ては、厳にこれを行わないものとする。

予定価格に起因した入札不調・不落により再入札に付する場合

や入札に付そうとする工事と同種、類似の工事で入札不調・不落

が生じている場合には、予定価格と実勢価格の乖離に対応するた

、 、め 入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し

その妥当性を適切に確認しつつ当該見積りを活用した積算を行う

などにより適正な予定価格の設定を図り、できる限り速やかに契

約が締結できるよう努めるものとする。

国は、発注者が、最新の取引価格等を的確に反映した積算を行

うことができるよう、公共工事に従事する労働者の賃金に関する

調査を適切に行い、その結果に基づいて実勢を反映した公共工事

設計労務単価を適切に設定するものとする。また、国は、中長期

的な担い手の育成及び確保や市場の実態の適切な反映の観点か

ら、予定価格を適正に定めるため、積算基準に関する検討及び必

要に応じた見直しを行うものとする。

なお、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反

映、公共工事に従事する者の労働環境の改善、公共工事の品質確

保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利

潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行わないよう留意す

ることが必要である。

（２）ダンピング受注の防止

ダンピング受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労

働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共工事

7

の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事を施工

する者が担い手を育成・確保するために必要となる適正な利潤を

確保できないおそれがある等の問題がある。発注者は、ダンピン

グ受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講ずるものとする。

（３）計画的な発注、適切な工期設定及び設計変更

発注時期がある時期に過度に集中したり、根拠なく短い工期を

設定すると、受注者側にとっては、人員や機械の効率的利用が困

難となり、また、厳しい工程管理を強いられることにより効率的

な施工体制が確保できないおそれがあり、ひいては担い手の確保

にも支障が生じることとなる。このため、発注者は、債務負担行

為の積極的活用等により発注・施工時期の平準化を図るよう努め

るものとする。また、受注者側が計画的に施工体制を確保するこ

とができるよう、地域の実情等に応じて、各発注者が連携して発

注見通しを統合して公表する等必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。さらに、発注者は、当該工事の規模、難易度や地域の

実情等を踏まえた適切な工期を設定するよう努めるものとする。

また、契約後に施工条件について予期することができない状態

が生じる等により、工事内容の変更等が必要となる場合には、適

切に設計図書の変更を行い、それに伴い請負代金の額及び工期に

変動が生じる場合には、適切にこれらの変更を行うものとする。

２ 受注者の責務に関する事項

、 、 、法第８条において 公共工事の受注者は 基本理念にのっとり

、 、公共工事の適正な実施 適正な額の請負代金での下請契約の締結

、 、公共工事の適正な実施のために必要な技術的能力の向上 技術者

技能労働者等の育成及び確保とこれらの者に係る賃金その他の労
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働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることとされて

。 、 、いる 国は 受注者におけるこれらの取組が適切に行われるよう

元請業者と下請業者の契約適正化のための指導、技能労働者の適

切な賃金水準の確保や社会保険等への加入の徹底等の要請等必要

な措置を講ずるものとする。

また、国は、法令に違反して社会保険等に加入せず、法定福利

費を負担していない建設業者が競争上有利となるような事態を避

けるため、発注者と連携して、このような建設業者の公共工事か

らの排除及び当該建設業者への指導を徹底するものとする。さら

に、国は、受注者における技術者、技能労働者等の育成及び確保

を促進するため、関係省庁が連携して、教育訓練機能を充実強化

すること、子供たちが土木・建築を含め正しい知識等を得られる

よう学校におけるキャリア教育・職業教育への建設業者の協力を

促進すること、女性も働きやすい現場環境を整備すること等必要

な措置を講ずるものとする。

３ 技術的能力の審査の実施に関する事項

競争参加者の選定又は競争参加資格の確認に当たっては、当該

工事を施工する上で必要な施工能力や実績等について技術的能力

の審査を行う。

技術的能力の審査は、有資格業者名簿の作成に際しての資格審

査（以下「資格審査」という ）及び個別の工事に際しての競争。

参加者の技術審査（以下「技術審査」という ）として実施され。

る。資格審査においては、公共工事の受注を希望する建設業者の

施工能力の確認を行うものとし、技術審査においては、当該工事

に関するその実施時点における建設業者の施工能力の確認を行う

ものとする。

9

（１）有資格業者名簿の作成に際しての資格審査

資格審査では、競争参加希望者の経営状況や施工能力に関し各

発注者に共通する事項だけでなく、各発注者ごとに審査する事項

を設けることができることとし、経営事項審査の結果や必要に応

じ工事実績、工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」とい

う の結果 以下 工事成績評定結果 という 建設業法 昭。） （ 「 」 。）、 （

和２４年法律第１００号）第１１条第２項に基づき建設業者が国

土交通大臣又は都道府県知事に提出する工事経歴書等を活用する

ものとする。なお、防災活動への取組等により蓄積された経験等

の適切な項目を審査項目とすることも考えられるが、項目の選定

に当たっては、競争性の低下につながることがないよう留意する

ものとする。

（２）個別工事に際しての競争参加者の技術審査

技術審査では、建設業者及び当該工事に配置が予定される技術

（ 「 」 。） 、者 以下 配置予定技術者 という の同種・類似工事の経験

簡易な施工計画等の審査を行うとともに、必要に応じ、配置予定

技術者に対するヒアリングを行うことにより、不良・不適格業者

の排除及び適切な競争参加者の選定等を行うものとする。

同種・類似工事の経験等の要件を付する場合には、発注しよう

とする工事の目的、種別、規模・構造、工法等の技術特性、地質

等の自然条件、周辺地域環境等の社会条件等を踏まえ、具体的に

示すものとする。なお、工事の性格等に応じ、競争性の確保及び

若年の技術者の配置にも留意するものとする。

また、建設業者や配置予定技術者の経験の確認に当たっては、

実績として提出された工事成績評定結果を確認することが重要で

あり、工事成績評定結果の平均点が一定の評点に満たない建設業

者には競争参加を認めないこと、一定の評点に満たない実績は経
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験と認めないこと等により、施工能力のない建設業者を排除する

とともに、建設業者による工事の品質向上の努力を引き出すもの

とする。

（３）中長期的な技術的能力の確保に関する審査等

将来の公共工事の品質確保のためには、競争参加者（競争に参

加しようとする者を含む。以下同じ ）が現時点で技術的能力を。

有していることに加え、中長期的な技術的能力を確保しているこ

とが必要である。そのためには、競争参加者における中長期的な

技術的能力確保のための取組状況等に関する事項について、入札

契約手続の各段階において、各段階における審査又は評価の趣旨

を踏まえ、発注に係る公共工事の性格や地域の実情等に応じ、審

査し、又は評価するように努めるものとする。当該審査又は評価

の項目としては、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保状

況、建設機械の保有状況、災害協定の締結等の災害時の工事実施

体制の確保状況等が挙げられるが、発注者は、発注する公共工事

、 。の性格 地域の実情等に応じて適切に項目を設定するものとする

４ 多様な入札及び契約の方法

発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注

に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、以下に定める方式

その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの

組み合わせによることができる。

なお、多様な入札及び契約の方法の導入に当たっては、談合な

どの弊害が生ずることのないようその防止について十分配慮する

とともに、入札契約における透明性、公正性、必要かつ十分な競

争性を確保するなど必要な措置を講ずるものとする。
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（１）競争参加者の技術提案を求める方式

イ 技術提案の求め方

発注者は、競争に参加しようとする者に対し、発注する工事の

内容に照らし、必要がないと認める場合を除き、技術提案を求め

るよう努めるものとする。

この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するもの

、 、ではなく 技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては

技術審査において審査した施工計画の工程管理や施工上配慮すべ

き事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として扱うな

ど、発注者は、競争参加者の技術提案に係る負担に配慮するもの

とする。

また、発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案

や構造物の品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合

には、例えば、設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）

等により、工事目的物自体についての提案を認めるなど提案範囲

の拡大に努めるものとする。この場合、事業の目的、工事の特性

及び工事目的物の使用形態を踏まえ、安全対策、交通・環境への

影響及び工期の縮減といった施工上の提案並びに強度、耐久性、

維持管理の容易さ、環境の改善への寄与、景観との調和及びライ

フサイクルコストといった工事目的物の性能等適切な評価項目を

設定するよう努めるものとする。

ロ 技術提案の適切な審査・評価

、 、一般的な工事において求める技術提案は 施工計画に関しては

施工手順、工期の設定等の妥当性、地形・地質等の地域特性への

配慮を踏まえた提案の適切性等について、品質管理に関しては、

工事目的物が完成した後には確認できなくなる部分に係る品質確
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認頻度や方法等について評価を行うものとする。これらの評価に

加えて、競争参加者の同種・類似工事の経験及び工事成績、配置

予定技術者の同種・類似工事の経験、防災活動への取組等により

蓄積された経験等についても、技術提案とともに評価を行うこと

も考えられる。

また、これらの評価に加え、発注者の求める工事内容を実現す

るための施工上の提案や構造物の品質の向上を図るための高度な

技術提案を求める場合には、提案の実現性、安全性等について審

査・評価を行うものとする。

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目について、事業の

目的、工事特性等に基づき、事前に提示した定量的又は定性的な

評価基準及び得点配分に従い、評価を行うものとする。

なお、工事目的物の性能等の評価点数について基礎点と評価に

応じて与えられる得点のバランスが適切に設定されない場合や、

価格評価点に対する技術評価点の割合が適切に設定されない場合

には、品質が十分に評価されない結果となることに留意するもの

とする。

各発注者は、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者

の決定に際しては、その評価の方法や内容を公表しなければなら

ない。その際、発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財

産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られ

ることのないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案

の一部のみを採用することのないようにすること等取扱いに留意

。 、 、するものとする その上で 採用した技術提案や新技術について

評価・検証を行い、公共工事の品質確保の促進に寄与するものと

認められる場合には、以後の公共工事の計画、設計、施工及び管

理の各段階に反映させ、継続的な公共工事の品質確保に努めるも

のとする。
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発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って

確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を

採用せず、提案した者を落札者としないことができる。

また、技術提案に基づき、価格に加え価格以外の要素も総合的

に評価して落札者を決定する方式（以下「総合評価落札方式」と

いう ）で落札者を決定した場合には、落札者決定に反映された。

技術提案について、発注者と落札者の責任の分担とその内容を契

約上明らかにするとともに、その履行を確保するための措置や履

行できなかった場合の措置について契約上取り決めておくものと

する。

（２）段階的選抜方式

競争参加者が多数と見込まれる場合においてその全ての者に詳

細な技術提案を求めることは、発注者、競争参加者双方の事務負

担が大きい。その負担に配慮し、発注者は、競争参加者が多数と

見込まれるときその他必要と認めるときは、当該公共工事に係る

技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準

に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定す

ることができる。

なお、当該段階的な選抜は、一般競争入札方式の総合評価落札

方式における過程の中で行うことができる。

加えて、本方式の実施に当たっては、必要な施工技術を有する

者の新規の競争参加が不当に阻害されることのないよう、また、

恣意的な選抜が行われることのないよう、案件ごとに事前明示さ

れた基準にのっとり、透明性をもって選抜を行うこと等その運用

について十分な配慮を行うものとする。

（３）技術提案の改善
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発注者は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れ

た技術提案となる場合や一部の不備を解決できる場合には、技術

提案の審査において、提案者に当該技術提案の改善を求め、又は

。 、 、改善を提案する機会を与えることができる この場合 発注者は

透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その

概要を速やかに公表するものとする。

なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をし

た者が複数あるにもかかわらず、特定の者だけに改善を求めるな

ど特定の者のみが有利となることのないようにすることが必要で

ある。

（４）技術提案の審査及び価格等の交渉による方式（技術提案・

交渉方式）

技術的難易度が高い工事等仕様の確定が困難である場合におい

て、自らの発注の実績等を踏まえて必要があると認めるときは、

技術提案を広く公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者

と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約

することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審

査及び交渉の結果を踏まえて予定価格を定めるものとする。

（５）高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格

競争参加者からの積極的な技術提案を引き出すため、新技術及

び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案

を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、各々の提案とそれに要

する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用できる

よう予定価格を作成することができる。この場合、当該技術提案

の審査に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者

の意見を聴取するものとする。
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（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式

災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に、かつ

効率的・持続的に行われるために、発注者は、必要があると認め

るときは、地域の実情に応じて、工期が複数年度にわたる公共工

事を一の契約により発注する方式、複数の工事を一の契約により

発注する方式、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地

域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成

される事業協同組合や地域維持型建設共同企業体（地域の建設業

者が継続的な協業関係を確保することによりその実施体制を安定

確保するために結成される建設共同企業体をいう ）が競争に参。

加することができることとする方式などを活用することとする。

５ 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項

技術提案の審査・評価に当たっては、発注者の恣意を排除し、

中立かつ公正な審査・評価を行うことが必要である。このため、

国においては、総合評価落札方式の実施方針及び複数の工事に共

通する評価方法を定めようとするときは、中立の立場で公正な判

断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、必要に

応じ個別工事の評価方法や落札者の決定についても意見を聴くも

のとする。また、技術提案・交渉方式の実施方針を定めようとす

るとき及び技術提案・交渉方式における技術提案の審査を行うと

きは、学識経験者の意見を聴くものとする。

また、地方公共団体においては、総合評価落札方式を行おうと

するとき、総合評価落札方式により落札者を決定しようとすると

き、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ２人以

上の学識経験者の意見を聴くこととされているが、この場合、各

発注者ごとに、又は各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識
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経験者の意見を聴く場を設ける、既存の審査の場に学識経験者を

加える、個別に学識経験者の意見を聴くなど運用面の工夫も可能

である。なお、学識経験者には、意見を聴く発注者とは別の公共

工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含まれる。

技術提案・交渉方式を行おうとするとき及び技術提案・交渉方式

における技術提案の審査を行うときも同様に学識経験者の意見を

聴くなどにより中立かつ公平な審査・評価を確保するものとす

る。

また、入札及び契約の過程に関する苦情については、各発注者

がその苦情を受け付け、適切に説明を行うとともに、さらに不服

がある場合には、第三者機関の活用等により、中立かつ公正に処

理する仕組みを整備するものとする。

さらに、発注者の説明責任を適切に果たすとともに、手続の透

明性を確保する観点から、落札結果については、契約締結後速や

かに公表するものとする。また、総合評価落札方式を採用した場

合には技術提案の評価結果を、技術提案・交渉方式を採用した場

合には技術提案の審査の結果及びその過程の概要並びに交渉の過

程の概要を、契約締結後速やかに公表するものとする。

６ 工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価に関する事項

公共工事の品質が確保されるよう、発注者は、監督及び給付の

完了の確認を行うための検査並びに適正かつ能率的な施工を確保

するとともに工事に関する技術水準の向上に資するために必要な

技術的な検査（以下「技術検査」という ）を行うとともに、工。

事成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策定する

ものとする。

特に、工事成績評定については、公正な評価を行うとともに、
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評定結果の発注者間での相互利用を促進するため、国と地方公共

団体との連携により、事業の目的や工事特性を考慮した評定項目

及び評価方法の標準化を進めるものとする。

監督についても適切に実施するとともに、契約の内容に適合し

た履行がなされない可能性があると認められる場合には、適切な

施工がなされるよう、通常より頻度を増やすことにより重点的な

監督体制を整備するなどの対策を実施するものとする。

技術検査については、工事の施工状況の確認を充実させ、施工

の節目において適切に実施し、施工について改善を要すると認め

た事項や現地における指示事項を書面により受注者に通知すると

、 。ともに 技術検査の結果を工事成績評定に反映させるものとする

また、工事の性格等を踏まえ、工事目的物の供用後の性能等に

ついて、必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において、

施工状況の確認及び評価を実施するよう努めるものとする。

７ 発注関係事務の環境整備に関する事項

各省各庁の長は、各発注者の技術提案の適切な審査・評価、監

督・検査、工事成績評定等の円滑な実施に資するよう、これらの

標準的な方法や留意事項をとりまとめた資料を作成し、発注者間

で共有するなど、公共工事の品質確保に係る施策の実施に向け、

発注関係事務の環境整備に努めるものとする。

なお、これらの資料を踏まえて、各発注者は各々の取組に関す

る基準や要領の整備に努めるとともに、必要に応じ、発注者間で

これらの標準化を進めるものとする。この際、これらを整備する

ことが困難な地方公共団体等に対しては、国及び都道府県が必要

に応じて支援を行うよう努めるものとする。

また、新規参入者を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正
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かつ効率的に行うためには、各発注者が発注した工事の施工内容

や工事成績評定、当該工事を担当した技術者に関するデータを活

用することが必要である。このため、各発注者が発注した工事に

ついて、工事の施工内容や工事成績評定等に関する資料をデータ

ベースとして相互利用し、技術的能力の審査において活用できる

よう、データベースの整備、データの登録及び更新並びに発注者

間でのデータの共有化を進めるものとする。

さらに、各発注者は、民間の技術開発の促進を図るため、民間

からの技術情報の収集、技術の評価、さらには新技術の公共事業

等への活用を行う取組を進めるとともに、施工現場における技術

や工夫を活用するため、必要に応じて関連する技術基準や技術指

針、発注仕様書等の見直し等を行うよう努めるものとする。

８ 調査及び設計の品質確保に関する事項

公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査及び

設計の品質確保が重要な役割を果たしており、測量、地質調査及

び建設コンサルタント業務の成果は、建設段階及び維持管理段階

を通じた総合的なコストや、公共工事の工期、環境への影響、施

設の性能・耐久性、利用者の満足度等の品質に大きく影響するこ

ととなる。

このような観点から、公共工事に関する調査及び設計について

も、工事と同様に発注関係事務の環境整備に努めるとともに、調

査及び設計の契約に当たっては、競争参加者の技術的能力を審査

することにより、その品質を確保する必要がある。また、発注者

は、調査及び設計の内容に照らして技術的な工夫の余地が小さい

場合を除き、競争参加者に対して技術提案を求め、価格と品質が

総合的に優れた内容の契約がなされるようにすることが必要であ
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る。この場合、公共工事に関する調査及び設計は、公共工事の目

的や個々の調査及び設計の特性に応じて評価の特性も異なること

から、求める品質の確保が可能となるよう、業務の性格、地域の

実情等に応じ、適切な入札及び契約の方式を採用するよう努める

ものとする。

また、調査及び設計は、その成果が、業務を実施する者の能力

に影響される特性を有していることから、発注者は、技術的能力

の審査や技術提案の審査・評価に際して、当該業務に配置が予定

される技術者の経験又は有する資格、その成績評定結果を適切に

審査・評価することが必要である。また、その審査・評価につい

て説明責任を有していることにも留意するものとする。

このため、国は、配置が予定される者の能力が、その者の有す

る資格等により適切に評価され、十分活用されるよう、これらに

係る資格等の評価について検討を進め、必要な措置を講ずるもの

とする。

なお、技術提案が提案者の知的財産であることにかんがみ、提

案内容に関する事項が他者に知られることのないようにするこ

と、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用すること

のないようにすること等、発注者はその取扱いに留意するものと

する。

当該調査及び設計の内容が、工夫の余地が小さい場合や単純な

作業に近い場合等必ずしも技術提案を求める必要がない場合にお

いても、競争に参加する者の選定に際し、その業務実績、業務成

績、業務を担当する予定の技術者の能力等を適切に審査するよう

努めるものとする。

発注者は、調査及び設計の適正な履行を確保するため、発注者

として行う指示、承諾、協議等や完了の確認を行うための検査を

適切に行うとともに、業務の履行過程及び業務の成果を的確に評
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価し、成績評定を行うものとする。成績評定の結果は、業務を遂

行するのにふさわしい者を選定するに当たって重要な役割を果た

すことから、国と地方公共団体との連携により、調査及び設計の

特性を考慮した評定項目及び評価方法の標準化を進めるととも

に、発注者は、業務内容や成績評定の結果等のデータベース化を

進め、相互に活用するよう努めるものとする。また、調査及び設

計の成果は、公共工事の品質確保のため、適切に保存するよう努

めるものとする。

なお、落札者の決定に反映された技術提案に基づく成果につい

ては、発注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明らかに

するとともに、その履行を確保するための措置や履行できなかっ

た場合の措置について契約上取り決めておくものとする。

９ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用

（１）国・都道府県による支援

各発注者は、自らの発注体制を十分に把握し、積算、監督・検

査、工事成績評定、技術提案の審査等の発注関係事務を適切に実

、 。 、施することができるよう 体制の整備に努めるものとする また

工事の内容が高度であるために積算、監督・検査、技術提案の審

査ができないなど発注関係事務を適切に実施することが困難であ

る場合においては、発注者の責任のもと、発注関係事務を実施す

ることができる者の能力を活用するよう努めるものとする。

このような発注者に対して、国及び都道府県は次のような措置

を講ずるよう努めるものとする。

イ 発注関係事務を適切に実施することができる職員を育成する

ため、講習会の開催や国・都道府県が実施する研修への職員の

受入れを行う。

21

ロ 発注者より要請があった場合には、自らの業務の実施状況を

勘案しつつ、可能な限り、その要請に応じて支援を行う。

ハ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用を促進

するため、発注者による発注関係事務を公正に行うことができ

る条件を備えた者の適切な評価及び選定に関して協力するとと

もに、発注者間での連携体制を整備する。

ニ 発注関係事務を適切に実施するために必要な情報の収集及び

提供等を行う。

（２）国・都道府県以外の者の活用

国・都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部又は一部

を行わせる場合は、その者が、公正な立場で、継続して円滑に発

注関係事務を遂行することができる組織であること、その職員が

発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有して

いること等が必要である。

このため、国・都道府県は、公正な立場で継続して円滑に発注

関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に

実施することができる知識・経験を有している者を適切に評価す

ることにより、公共工事を発注する地方公共団体等が発注関係事

務の全部又は一部を行うことができる者の選定を支援するものと

する。

10 施策の進め方

基本方針に規定する公共工事の品質確保に関する総合的な施策

の策定及びその実施に当たっては、国及び地方公共団体が相互に

緊密な連携を図りながら協力し、基本理念の実現を図る必要があ

る。また、その効率的かつ確実な実施のためには、各発注者の体
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制等にかんがみ、これを段階的かつ計画的に着実に推進していく

ことが必要である。

このため、国は、基本理念にのっとり、地方公共団体、学識経

験者、民間事業者その他の関係者から現場の課題や制度の運用等

に関する意見を聴取し、発注関係事務に関する国、地方公共団体

等に共通の運用の指針を定めるとともに、当該指針に基づき発注

関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行

い、その結果をとりまとめ、公表するものとする。

また、国は、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の促進

に関する施策に関し、必要な助言、情報提供その他の援助を行う

よう努めるものとする。

さらに、各発注者は、公共工事の品質確保や適切な発注関係事

務の実施に向け、発注者間の協力体制を強化するため、情報交換

を行うなど連携を図るよう努めるものとする。
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公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

の一部変更について

平成２６年９月３０日

閣 議 決 定

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１

２年法律第１２７号）第１５条第１項の規定に基づき、公共工事

の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成１

３年３月９日閣議決定）を別紙のとおり変更する。

1

（別紙）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

国は、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建

設業の健全な発達を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化

を図るための措置に関する指針（以下「適正化指針」という ）。

を次のように定め、これに従い、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「法」

という ）に規定する各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地。

方公共団体の長（以下「各省各庁の長等」という ）は、公共工。

事の入札及び契約の適正化を図るための措置を講ずるよう努める

ものとする。

なお、法第２条第１項に規定する特殊法人等（以下「特殊法人

等」という ）は、その主たる業務を遂行するため建設工事を発。

注することが業務規定から見て明らかであり、かつ、当該主たる

業務に係る建設工事の発注を近年実際に行っているものとして公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成

１３年政令第３４号。以下「令」という ）第１条に定められて。

いるものであるが、適正化指針に定める措置が的確に講じられる

、 、よう 所管する大臣は当該特殊法人等を適切に監督するとともに

特殊法人等以外の法人が発注する建設工事についても入札及び契

約の適正化を図る観点から、当該法人を所管する大臣又は地方公

共団体の長は、法の趣旨を踏まえ、法及び適正化指針の内容に沿

った取組を要請するものとする。

第１ 適正化指針の基本的考え方

2

4
2

参
考
資
料
－
３



公共工事は、その多くが経済活動や国民生活の基盤となる社

会資本の整備を行うものであり、その入札及び契約に関してい

やしくも国民の疑惑を招くことのないようにするとともに、適

正な施工を確保し、良質な社会資本の整備が効率的に推進され

るようにすることが求められる。公共工事の受注者の選定や工

事の施工に関して不正行為が行われれば、公共工事に対する国

、 、民の信頼が大きく揺らぐとともに 不良・不適格業者が介在し

公共工事を請け負う建設業の健全な発達にも悪影響を与えかね

ない。

公共工事に対する国民の信頼は、公共工事の入札及び契約の

適正化が各省各庁の長等を通じて統一的、整合的に行われるこ

とによって初めて確保しうるものである。また、公共工事の発

注は、国、特殊法人等及び地方公共団体といった様々な主体に

よって行われているが、その受注者はいずれも建設業者（建設

業を営む者を含む。以下同じ ）であって、公共工事に係る不。

正行為の防止に関する建設業者の意識の確立と建設業の健全な

発達を図る上では、各発注者が統一的、整合的に入札及び契約

の適正化を図っていくことが不可欠である。適正化指針は、こ

うした考え方の下に、法第１７条第１項の規定に基づき、各省

各庁の長等が統一的、整合的に公共工事の入札及び契約の適正

化を図るため取り組むべきガイドラインとして定められるもの

である。

各省各庁の長等は、公共工事の目的物である社会資本等が確

実に効用を発揮するよう公共工事の品質を将来にわたって確保

すること、限られた財源を効率的に活用し適正な価格で公共工

事を実施すること、受注者の選定等適正な手続により公共工事

を実施することを責務として負っており、こうした責務を的確

に果たしていくためには、価格と品質で総合的に優れた調達が

3

公正・透明で競争性の高い方式により実現されるよう、各省各

庁の長等が一体となって入札及び契約の適正化に取り組むこと

が不可欠である。

法第３条各号に掲げる、①入札及び契約の過程並びに契約の

内容の透明性の確保、②入札に参加しようとし、又は契約の相

手方になろうとする者の間の公正な競争の促進、③入札及び契

約からの談合その他の不正行為の排除の徹底、④その請負代金

の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約

の締結（以下「ダンピング受注」という ）の防止、⑤契約さ。

れた公共工事の適正な施工の確保は、いずれも、各省各庁の長

等がこれらの責務を踏まえた上で一体となって取り組むべき入

札及び契約の適正化の基本原則を明らかにしたものであり、法

第１７条に定めるとおり、適正化指針は、この基本原則に従っ

て定められるものである。

第２ 入札及び契約の適正化を図るための措置

１ 主として入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の

確保に関する事項

（１）入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報の公

表に関すること

入札及び契約に関する透明性の確保は、公共工事の入札

及び契約に関し不正行為の防止を図るとともに、国民に対

してそれが適正に行われていることを明らかにする上で不

、 、可欠であることから 入札及び契約に係る情報については

公表することを基本とし、法第２章に定めるもののほか、

次に掲げるものに該当するものがある場合（ロに掲げるも
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のにあっては、事後の契約において予定価格を類推させる

おそれがないと認められる場合又は各省各庁の長等の事務

若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められる場

合に限る ）においては、それについて公表することとす。

る。この場合、各省各庁の長等において、法第２章に定め

る情報の公表に準じた方法で行うものとする。なお、公表

の時期については、令第４条第２項及び第７条第２項にお

いて個別の入札及び契約に関する事項は、契約を締結した

後、遅滞なく、公表することを原則としていることを踏ま

え、適切に行うこととする。

イ 競争参加者の経営状況及び施工能力に関する評点並び

に工事成績その他の各発注者による評点並びにこれらの

合計点数並びに当該合計点数に応じた競争参加者の順位

並びに各発注者が等級区分を定めた場合における区分の

基準

ロ 予定価格及びその積算内訳

ハ 低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた

場合における当該価格

ニ 低入札価格調査の要領及び結果の概要

ホ 公募型指名競争入札を行った場合における当該競争に

参加しようとした者の商号又は名称並びに当該競争入札

で指名されなかった者の商号又は名称及びその者を指名

しなかった理由

ヘ 入札及び契約の過程並びに契約の内容について意見の

、 、具申等を行う第三者からなる機関に係る任務 委員構成

運営方法その他の当該機関の設置及び運営に関すること

並びに当該機関において行った審議に係る議事の概要

ト 入札及び契約に関する苦情の申出の窓口及び申し出ら

5

れた苦情の処理手続その他の苦情処理の方策に関するこ

と並びに苦情を申し出た者の名称、苦情の内容及びその

処理の結果

チ 指名停止（一般競争入札において一定期間入札参加を

認めない措置を含む。以下同じ ）を受けた者の商号又。

は名称並びに指名停止の期間及び理由

リ 工事の監督・検査に関する基準

ヌ 工事の技術検査に関する要領

ル 工事の成績の評定要領

ヲ 談合情報を得た場合等の取扱要領

ワ 施工体制の把握のための要領

（２）入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験

を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関す

ること

入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保す

るためには、第三者の監視を受けることが有効であること

から、各省各庁の長等は、競争参加資格の設定・確認、指

名及び落札者決定の経緯等について定期的に報告を徴収

し、その内容の審査及び意見の具申等ができる入札監視委

員会等の第三者機関の活用その他の学識経験者等の第三者

の意見を適切に反映する方策を講ずるものとする。

第三者機関の構成員については、その趣旨を勘案し、中

立・公正の立場で客観的に入札及び契約についての審査そ

の他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する

者とするものとする。

第三者機関においては、各々の各省各庁の長等が発注し

た公共工事に関し、次に掲げる事務を行うものとする。
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イ 入札及び契約手続の運用状況等について報告を受ける

こと。

ロ 当該第三者機関又はその構成員が抽出し、又は指定し

た公共工事に関し、一般競争参加資格の設定の経緯、指

名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯等について

審議を行うこと。

ハ イ及びロの事務に関し、報告の内容又は審議した公共

工事の入札及び契約の理由、指名及び落札者決定の経緯

等に不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合に

おいて、必要な範囲で、各省各庁の長等に対して意見の

具申を行うこと。

各省各庁の長等は、第三者機関が公共工事の入札及び契

約に関し意見の具申を行ったときは、これを尊重し、その

趣旨に沿って入札及び契約の適正化のため必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。

第三者機関の設置又は運営については、あらかじめ各省

各庁の長等において明確に定め、これを公表するものとす

る。また、第三者機関の活動状況については、審議に係る

議事の概要その他必要な資料を公表することにより透明性

を確保するものとする。

第三者機関については、各省各庁の長等が各々設けるこ

とを基本とするが、それが必ずしも効率的とは認められな

い場合もあるので、状況に応じて、規模の小さい市町村や

特殊法人等においては第三者機関を共同で設置すること、

地方公共団体においては地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９５条に規定する監査委員を活用するなど既存

の組織を活用すること等により、適切に方策を講ずるもの

とする。

7

この場合においては、既存の組織が公共工事の入札及び

契約についての審査その他の事務を適切に行えるよう、必

要に応じ組織・運営の見直しを行うものとする。

２ 主として入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろ

うとする者の間の公正な競争の促進に関する事項

（１）公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善

に関すること

公共工事の入札及び契約は、その目的物である社会資本

等の整備を的確に行うことのできる施工能力を有する受注

、 、者を確実に選定するための手続であり 各省各庁の長等は

公正な競争環境のもとで、良質な社会資本の整備が効率的

に行われるよう、公共工事の品質確保の促進に関する法律

（平成１７年法律第１８号。以下「公共工事品質確保法」

という ）等に基づき、工事の性格、地域の実情等を踏ま。

えた適切な入札及び契約の方法の選択と、必要な条件整備

を行うものとする。

①一般競争入札の適切な活用

一般競争入札は、手続の客観性が高く発注者の裁量の

余地が少ないこと、手続の透明性が高く第三者による監

視が容易であること、入札に参加する可能性のある潜在

的な競争参加者の数が多く競争性が高いことから、公共

工事の入札及び契約において不正が起きにくいなどの特

徴を有している。

一般競争入札は、これらの点で大きなメリットを有し
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ているが、一方で、その運用次第では、個別の入札にお

ける競争参加資格の確認に係る事務量が大きいこと、不

良・不適格業者の排除が困難であり、施工能力に欠ける

者が落札し、公共工事の質の低下をもたらすおそれがあ

ること、建設投資の減少と相まって、受注競争を過度に

激化させ、ダンピング受注を招いてきたこと等の側面も

ある。これまで、一般競争入札は、主として一定規模以

上の工事を中心に広く拡大してきたところである。各省

各庁の長等においては、こうした一般競争入札の性格及

び一般競争入札が原則とされていることを踏まえ、対象

工事の見直し等により一般競争入札の適切な活用を図る

ものとする。

また、指名競争入札については、信頼できる受注者を

選定できること、一般競争入札に比して手続が簡易であ

り早期に契約できること、監督に係る事務を簡素化でき

ること等の利点を有する一方、競争参加者が限定される

こと、指名が恣意的に行われた場合の弊害も大きいこと

等から、指名に係る手続の透明性を高め、公正な競争を

促進することが要請される。このため、各省各庁の長等

は、引き続き指名競争入札を実施する場合には、公正な

競争の促進を図る観点から、指名基準を策定し、及び公

、 、表した上で これに従い適切に指名を行うものとするが

この場合であっても、公共工事ごとに入札参加意欲を確

認し、当該公共工事の施工に係る技術的特性等を把握す

るための簡便な技術資料の提出を求めた上で指名を行

う、いわゆる公募型指名競争入札等を積極的に活用する

ものとする。また、指名業者名の公表時期については、

入札前に指名業者名が明らかになると入札参加者間での

9

談合を助長しやすいとの指摘があることを踏まえ、各省

各庁の長等は、指名業者名の事後公表の拡大に努めるも

のとする。

②総合評価落札方式の適切な活用等

総合評価落札方式は、公共工事品質確保法に基づき、

価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を

決定するものであり、価格と品質が総合的に優れた公共

。 、調達を行うことができる落札者決定方式である 一方で

総合評価落札方式の実施に当たっては、発注者による競

争参加者の施工能力及び技術提案の審査及び評価におけ

る透明性及び公正性の確保が特に求められ、さらには発

注者及び競争参加者双方の事務量の軽減を図ることも必

要である。各省各庁の長等はこうした総合評価落札方式

の性格を踏まえ、工事の性格等に応じた適切な活用を図

るものとする。

その際には、評価基準や実施要領の整備、総合評価の

結果の公表及び具体的な評価内容の通知を行うほか、落

札者決定基準等について、小規模な市町村等においては

都道府県が委嘱した第三者の共同活用も図りつつ、効率

よく学識経験者等の第三者の意見を反映させるための方

策を講ずるものとする。また、公共工事品質確保法第１

６条に基づく段階的選抜方式を活用すること等により、

技術提案やその審査及び評価に必要な発注者及び競争参

加者双方の事務量の軽減を図るなど、総合評価落札方式

の円滑な実施に必要な措置を適切に講じるものとする。

総合評価の評価項目としては、当該工事の施工計画や

当該工事に係る技術提案等の評価項目のほか、過去の同
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種・類似工事の実績及び成績、配置予定技術者の資格及

び経験などの競争参加者の施工能力、災害時の迅速な対

応等の地域及び工事の特性に応じた評価項目など、当該

工事の施工に関係するものであって評価項目として採用

することが合理的なものについて、必要に応じて設定す

ることとする。

公共工事を受注する建設業者の技術開発を促進し、併

せて公正な競争の確保を図るため、民間の技術力の活用

により、品質の確保、コスト縮減等を図ることが可能な

場合においては、各省各庁の長等は、入札段階で施工方

法等の技術提案を受け付ける入札時ＶＥ（バリュー・エ

ンジニアリング）方式、施工段階で施工方法等の技術提

案を受け付ける契約後ＶＥ方式、入札時に設計案等の技

術提案を受け付け、設計と施工を一括して発注する設計

・施工一括発注方式等民間の技術提案を受け付ける入札

及び契約の方式の活用に努めるものとする。

③地域維持型契約方式

建設投資の大幅な減少等に伴い、社会資本等の維持管

理のために必要な工事のうち、災害応急対策、除雪、修

繕、パトロールなどの地域維持事業を担ってきた地域の

、 、建設業者の減少・小規模化が進んでおり このままでは

事業の円滑かつ的確な実施に必要な体制の確保が困難と

なり、地域における最低限の維持管理までもが困難とな

る地域が生じかねない。地域の維持管理は、将来にわた

って効率的かつ持続的に行われる必要があり、入札及び

契約の方式においても担い手確保に資する工夫が必要で

ある。
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このため、地域維持業務に係る経費の積算において、

事業の実施に実際に要する経費を適切に費用計上すると

ともに、地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る必

要がある場合には、人員や機械等の効率的運用と必要な

施工体制の安定的な確保を図る観点から、地域の実情を

踏まえつつ、公共工事品質確保法第２０条に基づき次の

ような契約方式を活用するものとする。

１）複数の種類や工区の地域維持事業をまとめた契約単

位や、複数年の契約単位とするなど、従来よりも包括

的に一の契約の対象とする。

２）実施主体は、迅速かつ確実に現場へアクセスするこ

とが可能な体制を備えた地域精通度の高い建設業者と

し、必要に応じ、地域の維持管理に不可欠な事業につ

き、地域の建設業者が継続的な協業関係を確保するこ

とによりその実施体制を安定確保するために結成され

る建設共同企業体（地域維持型建設共同企業体）や事

業協同組合等とする。

④一般競争入札及び総合評価落札方式の活用に必要な条件

整備

公共工事の入札及び契約の方法、とりわけ一般競争入

札の活用に伴う諸問題に対応し、公正かつ適切な競争が

行われるようにするため、必要な条件整備を行うものと

する。

１）適切な競争参加資格の設定等

競争参加資格の設定は、対象工事について施工能力

を有する者を適切に選別し、適正な施工の確保を図る

とともに、ペーパーカンパニーや暴力団関係企業等の
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不良・不適格業者を排除するために行うものとする。

具体的には、いたずらに競争性を低下させることが

ないように十分配慮しつつ、必要に応じ、工事実績、

工事成績、工事経歴書等の企業情報を適切に活用する

とともに、競争参加資格審査において一定の資格等級

区分に認定されている者であることを求めるものとす

る。

また、工事の性質等、建設労働者の確保、建設資材

の調達等を考慮して地域の建設業者を活用することに

より円滑かつ効率的な施工が期待できる工事について

は、災害応急対策や除雪等を含め、地域の社会資本の

維持管理や整備を担う中小・中堅建設業者の育成や経

営の安定化、品質の確保、将来における維持・管理を

適切に行う観点から、過度に競争性を低下させないよ

うに留意しつつ、近隣地域内における工事実績や事業

所の所在等を競争参加資格や指名基準とする、いわゆ

る地域要件の適切な活用を図るなど、必要な競争参加

資格を適切に設定するものとする。この際、恣意性を

排除した整合的な運用を確保する観点から、あらかじ

め運用方針を定めるものとする。なお、総合評価落札

方式において、競争参加者に加え、下請業者の地域へ

の精通度、貢献度等についても適切な評価を図るもの

とする。

このほか、暴力団員が実質的に経営を支配している

、 、等の建設業者 指名停止措置等を受けている建設業者

工事に係る設計業務等の受託者と関連のある建設業者

等について、これらの者が競争に参加することとなら

ないように競争参加資格を設けるものとする。
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さらに、公平で健全な競争環境を構築する観点から

は、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保

険をいう。以下同じ ）に加入し、法定福利費を適切。

に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること

が重要である。このため、法令に違反して社会保険等

に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入

業者」という ）について、公共工事の元請業者から。

排除するため、定期の競争参加資格審査等で、必要な

措置を講ずるものとする。

以上のような競争参加資格の設定に当たっては、政

府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）の対象

となる公共工事に係る入札については、供給者が当該

入札に係る契約を履行する能力を有していることを確

保する上で不可欠な競争参加条件に限定されなければ

ならないこと、及び事業所の所在地に関する要件は設

。 、けることはできないことに留意するものとする なお

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法

律（昭和４１年法律第９７号）等に基づき、中小・中

堅建設業者の受注機会の確保を図るものとする。

２）入札ボンドの活用その他の条件整備

市場機能の活用により、契約履行能力が著しく劣る

建設業者の排除やダンピング受注の抑制等を図るた

め、入札ボンドの積極的な活用と対象工事の拡大を図

るものとする。また、資格審査及び監督・検査の適正

化並びにこれらに係る体制の充実、事務量の軽減等を

図るものとする。

⑤共同企業体について
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共同企業体については、大規模かつ高難度の工事の安

定的施工の確保、優良な中小・中堅建設業者の振興など

図る上で有効なものであるが、受注機会の配分との誤解

を招きかねない場合があること、構成員の規模の格差が

大きい場合には施工の効率性を阻害しかねないこと、予

備指名制度により談合が誘発されかねないこと等の問題

もあることから、各省各庁の長等においては、共同企業

体運用基準の策定及び公表を行い、これに基づいて共同

企業体を適切に活用するものとする。

共同企業体運用基準においては、共同企業体運用準則

（共同企業体の在り方について（昭和６２年中建審発第

１２号）別添第二）に従い、大規模かつ技術的難度の高

い工事に係る特定建設工事共同企業体、中小・中堅建設

業者の継続的協業関係を確保する経常建設共同企業体、

地域維持事業の継続的な担い手となる地域維持型建設共

同企業体について適切に定めるものとする。

その際、特定建設工事共同企業体については、大規模

かつ技術的難度の高い工事を単独で確実かつ円滑に施工

できる有資格業者があるとき等にあっては、適正な競争

のための環境整備等の観点から、当該単独の有資格業者

も含めて競争が行われることとなるよう努めるものとす

る。経常建設共同企業体については、継続的協業関係を

確保する観点から、一の発注機関における単体企業と当

該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録

は行わないこととするとともに、真に企業合併等に寄与

するものを除き経常建設共同企業体への客観点数及び主

観点数の加点調整措置は行わないこととする。地域維持

型建設共同企業体については、地域の維持管理に不可欠
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な事業につき、継続的な協業関係を確保することにより

その実施体制の安定確保を図る場合に活用することとす

るとともに、一の発注機関における単体企業と当該企業

を構成員とする地域維持型建設共同企業体との同時登録

及び同一の構成員を含む経常建設共同企業体と地域維持

型建設共同企業体との同時登録は行うことができるもの

とする。

⑥その他

設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向

が直接反映され施工の責任や工事に係るコストの明確化

が図られる等当該分離発注が合理的と認められる場合に

おいて、工事の性質又は種別、発注者の体制、全体の工

事のコスト等を考慮し、専門工事業者の育成に資するこ

とも踏まえつつ、その活用に努めるものとする。

履行保証については、各省各庁の長等において、談合

を助長するおそれ等の問題のある工事完成保証人制度を

廃止するとともに、契約保証金、金銭保証人、履行保証

保険等の金銭的保証措置と付保割合の高い履行ボンドに

よる役務的保証措置を適切に選択するものとする。

（２）入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策

に関すること

入札及び契約に関し、透明性を高めるとともに公正な競

争を確保するため、各省各庁の長等は、入札及び契約の過

程についての苦情に対し適切に説明するとともに、さらに

不服のある場合には、その苦情を受け付け、中立・公正に

処理する仕組みを整備するものとする。
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入札及び契約の過程に関する苦情の処理については、ま

ず各省各庁の長等において行うものとする。具体的には、

個別の公共工事に係る一般競争入札の競争参加資格の確認

の結果、当該競争参加資格を認められなかった者が、公表

された資格を認めなかった理由等を踏まえ、競争参加資格

があるとの申出をした場合においては、当該申出の内容を

検討し、回答することとする。

指名競争入札において、指名されなかった者が、公表さ

れた指名理由等を踏まえ、指名されなかった理由の説明を

求めた場合は、その理由を適切に説明するとともに、その

者が指名されることが適切であるとの申出をした場合にお

いては、当該申出の内容を検討し、回答することとする。

、 、総合評価落札方式において 落札者とならなかった者が

公表された落札理由等を踏まえ、落札者としなかった理由

の説明を求めた場合は、その理由を適切に説明するととも

に、その者が落札者となることが適切であるとの申出をし

た場合においては、当該申出の内容を検討し、回答するこ

ととする。

発注者による指名停止措置について、指名停止を受けた

者が、公表された指名停止の理由等を踏まえ、当該指名停

止措置について不服があるとの申出をした場合において

は、当該申出の内容を検討し、回答することとする。

加えて、手続の透明性を一層高めるため、これらの説明

等に不服のある場合にさらに苦情を処理できることとすべ

きであり、必要に応じて各省各庁の長等において第三者機

関の活用等中立・公正に苦情処理を行う仕組みを整備する

ものとする。この場合においては、入札及び契約について

審査等を行う入札監視委員会等の第三者機関を活用するこ
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とが適切である。

苦情処理の対象となる公共工事の範囲については、でき

る限り幅広くすることが適切であるが、不良・不適格業者

による苦情の申出の濫用を排除するため、苦情処理の仕組

みの整備の趣旨を踏まえた上で、いたずらに苦情申出の道

を狭めることとならないよう配慮しつつ、苦情処理の対象

となる工事について限定し、又は手続を簡略化する等の措

置を講じても差し支えないものとする。

苦情の申出の窓口、申出ができる者、対象の工事その他

苦情の処理手続、体制等については、各省各庁の長等にお

いてあらかじめ明確に定め、これを公表するものとする。

なお、政府調達に関する協定の対象となる公共工事につ

いては、別途、苦情処理手続が定められているので、それ

によるものとする。

３ 主として入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除

の徹底に関する事項

（１）談合情報等への適切な対応に関すること

法第１０条は、各省各庁の長等に対し、入札及び契約に

関し 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭、 （

和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という ）第。

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があると疑う

に足りる事実があるときは、公正取引委員会に通知しなけ

ればならないこととしている。これは、不正行為の疑いが

ある場合に発注者がこれを見過ごすことなく毅然とした対

応を行うことによって、発生した不正行為に対する処分の

実施を促すとともに、再発の防止を図ろうとするものであ
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る。各省各庁の長等は、その職員に対し、法の趣旨の徹底

、 。 、 、を図り 適切な対応に努めるものとする その際 例えば

法第１３条に基づく入札金額の内訳の確認を行うととも

に、入札結果の事後的・統計的分析を活用するなど入札執

行時及び入札後の審査内容の充実・改善に努めるものとす

る。

各省各庁の長等は、法第１０条の規定に基づく公正取引

委員会への通知義務の適切な実施のために、談合情報を得

た場合等の前記違反行為があると疑うに足りる事実がある

ときの取扱いについてあらかじめ要領を策定し、職員に周

知徹底するとともに、これを公表するものとする。要領に

おいては、談合情報を得た場合等の前記違反行為があると

疑うに足りる事実があるときにおける内部での連絡・報告

手順、公正取引委員会への通知の手順並びに通知の事実及

びその内容の開示のあり方、事実関係が確認された場合の

入札手続の取扱い（談合情報対応マニュアル）等について

定めるものとする。なお、これらの手順を定めるに当たっ

ては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留

意するものとする。

（２）一括下請負等建設業法違反への適切な対応に関すること

法第１１条は、各省各庁の長等に対し、入札及び契約に

関し、同条第１号又は第２号に該当すると疑うに足りる事

実があるときは、建設業許可行政庁等に通知しなければな

らないこととしている。これは、不正行為の疑いがある場

合に発注者がこれを見過ごすことなく毅然とした対応を行

うことによって、発生した不正行為に対する処分の実施を

促すとともに、再発の防止を図ろうとするものである。建
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設業許可行政庁等において、建設業法に基づく処分やその

公表等を厳正に実施するとともに、各省各庁の長等におい

て、その職員に対し、法の趣旨の徹底を図り、適切な対応

に努めるものとする。

各省各庁の長等は、法第１１条の規定に基づく建設業許

可行政庁等への通知義務の適切な実施のために、現場の施

工体制の把握のための要領を策定し、公表するとともに、

それに従って点検等を行うほか 一括下請負等建設業法 昭、 （

和２４年法律第１００号）違反の防止の観点から、建設業

許可行政庁との情報交換等の連携を図るものとする。

（３）不正行為の排除のための捜査機関等との連携に関するこ

と

入札及び契約に関する不正行為に関しては、法第１０条

及び第１１条に定めるもののほか、各省各庁の長等は、そ

の内容に応じて警察本部その他の機関に通知するなどの連

携を確保するものとする。

（４）不正行為が起きた場合の厳正な対応に関すること

公共工事の入札及び契約に関する談合や贈収賄、一括下

請負といった不正行為については、刑法（明治４０年法律

第４５号 、独占禁止法、建設業法等において、罰則や行）

政処分が定められている。建設業許可行政庁等において、

建設業法に基づく処分やその公表等を厳正に実施すること

と併せて、各省各庁の長等による指名停止についても、公

共工事の適正な執行を確保するとともに、不正行為に対す

る発注者の毅然とした姿勢を明確にし、再発防止を図る観

点から厳正に運用するものとする。
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特に、大規模・組織的な談合であって悪質性が際立って

いる場合において、その態様に応じた厳格な指名停止措置

を講ずるものとする。また、独占禁止法違反行為に対する

指名停止に当たり、課徴金減免制度の適用があるときは、

これを考慮した措置に努めるものとする。

指名停止については、その恣意性を排除し客観的な実施

を担保するため、各省各庁の長等は、あらかじめ、指名停

止基準を策定し、これを公表するものとする。また、当該

基準については、原因事由の悪質さの程度や情状、結果の

重大性などに応じて適切な期間が設定されるよう、必要に

応じ、適宜見直すものとする。指名停止を行った場合にお

いては、当該指名停止を受けた者の商号又は名称、指名停

止の期間及び理由等の必要な事項を公表するものとする。

なお、未だ指名停止措置要件には該当していないにもかか

わらず、指名停止措置要件に該当する疑いがあるという判

断のみをもって事実上の指名回避を行わないようにするも

のとする。また、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第

１６５号）に基づき、競争参加資格を取り消し、一定の期

間これを付与しないことについても、談合等の不正行為の

再発防止を徹底する観点から、できる限り行うよう努める

ものとする。

入札談合については、談合の再発防止を図る観点から、

各省各庁の長等は、談合があった場合における請負者の賠

償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること

（違約金特約条項）等により、その不正行為の結果として

被った損害額の賠償の請求に努めるものとする。なお、こ

の違約金特約条項の設定に当たっては、裁判例等を基準と

して、合理的な根拠に基づく適切な金額を定めなければな
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らないことに留意する。

（５）談合に対する発注者の関与の防止に関すること

公共工事は、国民の税金を原資として行われるものであ

ることから、とりわけ公共工事の入札及び契約の事務に携

わる職員が談合に関与することはあってはならないことで

あり、各省各庁の長等は、入札談合等関与行為の排除及び

防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰

に関する法律（平成１４年法律第１０１号）を踏まえ、発

注者が関与する談合の排除及び防止に取り組むものとす

る。

併せて、各省各庁の長等は、法及び適正化指針に基づく

入札及び契約の手続の透明性を向上させることや、情報管

理を徹底すること、予定価格の作成時期を入札書の提出後

とするなど外部から入札関係職員に対する不当な働きかけ

又は口利き行為が発生しにくい入札契約手続やこれらの行

為があった場合の記録・報告・公表の制度を導入すること

等により不正行為の発生しにくい環境の整備を進めるもの

とする。併せて、その職員に対し、公共工事の入札及び契

約に関する法令等に関する知識を習得させるための教育、

研修等を適切に行うものとする。

また、刑法又は独占禁止法に違反する行為については、

発注する側も共犯として処罰され得るものであることか

ら、各省各庁の長等は、警察本部、公正取引委員会等との

連携の下に、不正行為の発生に際しては、厳正に対処する

ものとする。

４ 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施
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工が通常見込まれない契約の締結の防止に関する事項

（１）適正な予定価格の設定に関すること

ダンピング受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄

、 、せ 公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化

安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の

若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の

育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害する

ものであることから、これを防止するとともに、適正な金

額で契約を締結することが必要である。そのためには、ま

ず、予定価格が適正に設定される必要がある。このため、

予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及

び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場に

おける労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させ

つつ、実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な

積算を行うものとする。また、この適正な積算に基づく設

計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、公

共工事品質確保法第７条第１項第１号の規定に違反するこ

と、予定価格が予算決算及び会計令や財務規則等により取

引の実例価格等を考慮して定められるべきものとされてい

ること、公共工事の品質や工事の安全の確保に支障を来す

とともに、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあるこ

とから、これを行わないものとする。

（２）入札金額の内訳書の提出に関すること

公共工事の入札に際しては、見積能力のないような不良

・不適格業者の参入を排除し、併せて談合等の不正行為や

、 、ダンピング受注の防止を図る観点から 各省各庁の長等は
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、 、法第１２条に基づき 入札に参加しようとする者に対して

対象となる工事に係る入札金額と併せてその内訳を提出さ

せるものとする。

また、各省各庁の長等は、談合等の不正行為やダンピン

グ受注が疑われる場合には、法第１３条に基づき、入札金

額の内訳を適切に確認するものとする。

（３）低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用に関す

ること

各省各庁の長等においては、低入札価格調査制度又は最

低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダン

ピング受注の排除を図るものとする。この場合、政府調達

に関する協定の対象工事については最低制限価格制度は活

用できないこととされていることに留意するものとする。

低入札価格調査制度は、入札の結果、契約の相手方とな

るべき者の申込みの価格によっては、その者により契約の

内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると

認められる場合において、そのおそれがあるかどうかにつ

いて調査を行うものである。その実施に当たっては、入札

参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公

共工事の品質の確保の徹底の観点から、当該調査に加え、

受注者として不可避な費用をもとに、落札率（予定価格に

対する契約価格の割合）と工事成績との関係についての調

査実績等も踏まえて、適宜、調査基準価格を見直すととも

に、あらかじめ設定した調査基準価格を下回った金額で入

札した者に対して、法第１２条に基づき提出された内訳書

を活用しながら、次に掲げる事項等の調査を適切に行うこ

と、一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格
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基準を積極的に導入・活用するとともに、その価格水準を

低入札価格調査の基準価格に近づけ、これによって適正な

施工への懸念がある建設業者を適切に排除することなどに

より、制度の実効を確保するものとする。

イ 当該入札価格で入札した理由は何か

ロ 当該入札価格で対象となる公共工事の適切な施工が可

能か

ハ 設計図書で定めている仕様及び数量となっているこ

と、契約内容に適合した履行の確保の観点から、資材単

価、労務単価、下請代金の設定が不適切なものでないこ

と、安全対策が十分であること等見積書又は内訳書の内

容に問題はないか

ニ 手持工事の状況等からみて技術者が適正に配置される

こととなるか

ホ 手持資材の状況、手持機械の状況等は適切か

ヘ 労働者の確保計画及び配置予定は適切か

ト 建設副産物の搬出予定は適切か

チ 過去に施工した公共工事は適切に行われたか、特に、

過去にも低入札価格調査基準価格を下回る価格で受注し

た工事がある場合、当該工事が適切に施工されたか

リ 経営状況、信用状況に問題はないか

また、各省各庁の長等は、低入札価格調査の基準価格を

下回る価格により落札した者と契約を締結したときは、重

点的な監督・検査等により適正な施工の確保を図るととも

に、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、工事の安全

性の低下等の防止の観点から建設業許可行政庁が行う下請

企業を含めた建設業者への立入調査との連携を図るものと

する。さらに、適正な施工への懸念が認められる場合等に
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は、配置技術者の増員の義務付け、履行保証割合の引き上

げ等の措置を積極的に進めるものとする。

これらの低入札価格調査制度については、調査基準価格

の設定、調査の内容、監督及び検査の強化等の手続の流れ

やその具体的内容についての要領をあらかじめ作成し、こ

れを公表するとともに、低入札価格調査を実施した工事に

係る調査結果の概要を原則として公表するなど、透明性、

公正性の確保に努めるものとする。

（４）入札契約手続における発注者・受注者間の対等性の確保

に関すること

不採算工事の受注強制などは建設業法第１９条の３に違

反するおそれがあり、行ってはならない行為であり、入札

辞退の自由の確保等受注者との対等な関係の確立に努める

ものとする。

（５）低入札価格調査の基準価格等の公表時期に関すること

低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場

合における当該価格については、これを入札前に公表する

と、当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに、入札価格

が同額の入札者間のくじ引きによる落札等が増加する結

果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注す

る事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力によ

る競争を損ねる弊害が生じうることから、入札の前には公

表しないものとする。

予定価格については、入札前に公表すると、予定価格が

目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになる

こと、建設業者の見積努力を損なわせること、入札談合が
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容易に行われる可能性があること、低入札価格調査の基準

価格又は最低制限価格を強く類推させ、これらを入札前に

公表した場合と同様の弊害が生じかねないこと等の問題が

、 。 、あることから 入札の前には公表しないものとする なお

地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する

法令の規定はないが、事前公表の実施の適否について十分

検討した上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱う

ものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取

りやめを含む適切な対応を行うものとする。

なお、入札前に入札関係職員から予定価格、低入札価格

調査の基準価格又は最低制限価格を聞き出して入札の公正

を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する

発注者の関与の排除措置を徹底するものとする。

５ 主として契約された公共工事の適正な施工の確保に関する

事項

（１）将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事

の施工状況の評価の方策に関すること

各省各庁の長等は、契約の適正な履行の確保、給付の完

、 、了の確認に加えて 受注者の適正な選定の確保を図るため

その発注に係る公共工事について、原則として技術検査や

（ ） 。工事の施工状況の評価 工事成績評定 を行うものとする

、 、技術検査に当たっては 工事の施工状況の確認を充実させ

施工の節目において適切に実施し、技術検査の結果を工事

成績評定に反映させるものとする。工事成績評定に当たっ

ては、公共工事の品質を確保する観点から、施工段階での

手抜きや粗雑工事に対して厳正に対応するとともに、受注
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者がその技術力をいかして施工を効率的に行った場合等に

ついては積極的な評価を行うものとする。

工事成績評定が、評価を行う者によって大きな差を生じ

ることがないよう、各省各庁の長等は、あらかじめ工事成

績評定について要領を定め、評価を行う者に徹底するとと

もに、これを公表するものとする。また、工事成績評定の

結果については、工事を行った受注者に対して通知すると

ともに、原則として公表するものとする。さらに、工事成

績評定の結果を発注者間において相互利用できるようにす

るため、可能な限り発注者間で工事成績評定の標準化に努

めるものとする。

工事成績評定に対して苦情の申出があったときは、各省

各庁の長等は、苦情の申出を行った者に対して適切な説明

をするとともに、さらに不服のある者については、第三者

機関に対してさらに苦情申出ができることとする等他の入

札及び契約の過程に関するものと同様の苦情処理の仕組み

を整備することとする。

なお、工事成績評定を行う公共工事の範囲については、

評定の必要性と評定に伴う事務負担等を勘案しつつ、でき

る限りその対象を拡げるものとする。

（２）適正な施工を確保するための発注者・受注者間の対等性

の確保に関すること

公共工事の適正な施工を確保するためには、発注者と受

注者が対等な関係に立ち、責任関係を明確化していくこと

が重要であることから、現場の問題発生に対する迅速な対

応を図るとともに、発注者、設計者及び施工者の三者間の

情報共有等の取組を推進するものとする。
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また、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の

状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条

件について予期することができない特別な状態が生じた場

合その他の場合において必要があると認められるときは、

適切に設計図書の変更を行うものとする。さらに、工事内

容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じた

場合には、施工に必要な費用や工期が適切に確保されるよ

う、公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中

央建設業審議会決定・勧告）に沿った契約約款に基づき、

必要な変更契約を適切に締結するものとする。

なお、追加工事又は変更工事が発生したにもかかわらず

書面による変更契約を行わないことや、受注者に帰責事由

がないにもかかわらず追加工事等に要する費用を受注者に

一方的に負担させることは、建設業法第１９条第２項又は

第１９条の３に違反するおそれがあるため、これを行わな

いものとする。

契約変更手続の透明・公正性の向上及び迅速化のため、

関係者が一堂に会して契約変更の妥当性等の審議を行う場

（設計変更審査会等）の設置・活用を図るものとする。

（３）施工体制の把握の徹底等に関すること

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われ

るようにするためには、工事の施工段階において契約の適

正な履行を確保するための監督及び検査を確実に行うこと

が重要である。特に、監督業務については、監理技術者の

専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適

切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止

し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重
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要である。

このため、各省各庁の長等は、監督及び検査についての

基準を策定し、公表するとともに、現場の施工体制の把握

を徹底するため、次に掲げる事項等を内容とする要領の策

定等により統一的な監督の実施に努めるものとする。

イ 現場施工に着手するまでの期間や工事の完成後、検査

が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

など監理技術者を専任で置く必要がない期間を除き、監

理技術者の専任制を徹底するため、工事施工前における

監理技術者資格者証の確認及び監理技術者の本人確認並

びに工事施工中における監理技術者が専任で置かれてい

ることの点検を行うこと。

ロ 現場の施工体制の把握のため、工事施工中における法

第１５条第２項の規定により提出された施工体制台帳及

び同条第１項の規定により掲示される施工体系図に基づ

き点検を行うこと。

ハ その他元請業者の適切な施工体制の確保のため、工事

着手前における工事実績を記入した工事カルテの登録の

確認、工事施工中の建設業許可を示す標識の掲示、労災

保険関係成立票の掲示、建設業退職金共済制度の適用を

受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識の掲

示等の確認を行うこと。

公共工事の適正な施工を確保するためには、元請業者だ

けではなく、下請業者についても適正な施工体制が確保さ

れていることが重要である。このため、各省各庁の長等に

おいては、施工体制台帳に基づく点検等により、元請下請

を含めた全体の施工体制を把握し、必要に応じ元請業者に

対して適切な指導を行うものとする。なお、施工体制台帳
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は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるも

のであり、公共工事については、法第１５条第１項及び第

２項により、下請契約を締結する全ての工事について、そ

の作成及び発注者への写しの提出が義務付けられたところ

である。各省各庁の長等は、施工体制台帳の作成及び提出

を求めるとともに、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある

場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合にこ

れを適切に活用するものとする。

６ その他入札及び契約の適正化に関し配慮すべき事項

（１）不良・不適格業者の排除に関すること

不良・不適格業者とは、一般的に、技術力、施工能力を

全く有しないいわゆるペーパーカンパニー、経営を暴力団

が支配している企業、対象工事の規模や必要とされる技術

力からみて適切な施工が行い得ない企業、過大受注により

適切な施工が行えない企業、建設業法その他工事に関する

諸法令（社会保険等に関する法令を含む ）を遵守しない。

企業等を指すものであるが、このような不良・不適格業者

を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事

の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけで

なく、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業

者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害する

こととなる。

また、建設業許可や経営事項審査の申請に係る虚偽記載

を始めとする公共工事の入札及び契約に関する様々な不正

行為は、主としてこうした不良・不適格業者によるもので

ある。
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このため、建設業許可行政庁等においては、建設業法に

基づく処分やその公表等を厳正に実施し、また、各省各庁

の長等においては、それらの排除の徹底を図るため、公共

工事の入札及び契約に当たり、次に掲げる措置等を講ずる

とともに、建設業許可行政庁等に対して処分の実施等の厳

正な対応を求めるものとする。

イ 一般競争入札や公募型指名競争入札等における入札参

加者の選定及び落札者の決定に当たって、発注者支援デ

ータベースの活用等により、入札参加者又は落札者が配

置を予定している監理技術者が現場で専任できるかどう

かを確認すること。

ロ 工事の施工に当たって、発注者支援データベースの活

用のほか、法第１５条第２項の規定に基づく施工体制台

帳の提出、同条第１項の規定に基づく施工体系図の掲示

を確実に行わせるとともに、工事着手前に監理技術者資

格者証の確認を行うこと。

ハ 工事現場への立入点検により、監理技術者の専任の状

況や施工体制台帳、施工体系図が工事現場の実際の施工

体制に合致しているかどうか等の点検を行うこと。

ニ 検査に当たって、監理技術者の配置等に疑義が生じた

場合は、適正な施工が行われたかどうかの確認をより一

層徹底すること。

ホ 経営を暴力団が支配している企業等の暴力団関係企業

が公共工事から的確に排除されるよう、各省各庁の長等

は、警察本部との緊密な連携の下に十分な情報交換等を

行うよう努めるものとする。

また、暴力団員等による公共工事への不当介入があっ

た場合における警察本部及び発注者への通報・報告等を
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徹底するとともに、公共工事標準請負契約約款に沿った

暴力団排除条項の整備・活用により、その排除の徹底を

図るものとする。

ヘ 社会保険等未加入業者については、前述のとおり、定

期の競争参加資格審査等により元請業者から排除するほ

か、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結

を禁止することや、社会保険等未加入業者を確認した際

に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報する

こと等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてそ

の排除を図るものとする。

（２）入札及び契約のＩＴ化の推進等に関すること

入札及び契約のＩＴ化については、図面や各種情報の電

子化、通信ネットワークを利用した情報の共有化、電子入

札システム等の導入により、各種情報が効率的に交換でき

るようになり、また、ペーパーレス化が進むことから、事

。 、務の簡素化や入札に係る費用の縮減が期待される さらに

インターネット上で、一元的に発注の見通しに係る情報、

入札公告、入札説明書等の情報を取得できるようにするこ

とにより、競争参加資格を有する者が公共工事の入札に参

、 。 、加しやすくなり 競争性が高まることも期待される また

これらに加え、電子入札システムの導入は、入札参加者が

一堂に会する機会を減少させることから、談合等の不正行

為の防止にも一定の効果が期待される。

このため、各省各庁の長等においては、政府調達に関す

る協定との整合を図りつつ、必要なシステムの整備等に取

り組み、その具体化を推進するものとする。なお、入札及

び契約に関する情報の公表の際には、入札及び契約に係る
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透明性の向上を図る観点から、インターネットの活用を積

極的に図るものとする。

ＩＴ化の推進と併せ、各省各庁の長等は、事務の簡素合

理化を図るとともに、入札に参加しようとする者の負担を

軽減し、競争性を高める観点から、できるだけ、入札及び

契約に関する書類、図面等の簡素化・統一化を図るととも

に、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の統

一化に努めるものとする。

（３）各省各庁の長等相互の連絡、協調体制の強化に関するこ

と

公共工事の受注者の選定に当たっては、当該企業の過去

の工事実績に関する情報や保有する技術者に関する情報、

施工状況の評価に関する情報等各発注者が保有する具体的

な情報を相互に交換することにより、不良・不適格業者を

排除し、より適切な受注者の選定が可能となる。また、現

場における適正な施工体制の確保の観点から行う点検や指

名停止等の措置を行うに際しては、発注者相互が協調して

これらの措置を実施することにより、より高い効果が期待

。 、 、できる さらに 最新の施工技術に関する情報等について

発注者間で相互に情報交換を行うことにより、技術力によ

るより公正な競争の促進と併せ適正な施工の確保が期待で

きる。したがって、各省各庁の長等は、入札及び契約の適

正化を図る観点から、相互の連絡、協調体制の一層の強化

に努めるものとする。

（４）企業選定のための情報サービスの活用に関すること

発注者支援データベースは、技術と経営に優れた企業を
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選定するとともに、専任技術者の設置や一括下請負の禁止

等に係る違反行為を抑止し、不良・不適格業者の排除を徹

底するため効果の高い手段としてその重要性が増している

ことから、各省各庁の長等は、積極的にその活用を進める

ものとする。

また、建設業許可行政庁の保有する工事経歴書や処分履

歴等の企業情報の活用も、工事の施工に適した企業の選定

や不良・不適格業者の排除のための方策となりうることか

ら、建設業許可行政庁は、その利用環境の向上を図り、各

省各庁の長等は、必要に応じ適切に活用するものとする。

第３ 適正化指針の具体化に当たっての留意事項

１ 特殊法人等及び地方公共団体の自主性の配慮

法第１７条第３項は、適正化指針の策定に当たっては、特

殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならな

いものとしている。これは、国、特殊法人等及び地方公共団

体といった公共工事の発注者には、発注する公共工事の量及

び内容、発注者の体制等に大きな差があり、また、従来から

それぞれの発注者の判断により多様な発注形態がとられてき

たことにかんがみ、適正化指針においても、こうした発注者

の多様性に配慮するよう求めたものである。

一方、公共工事の入札及び契約の適正化は、各省各庁の長

等を通じて統一的、整合的に行われることによって初めて公

共工事に対する国民の信頼を確保するとともに建設業の健全

な発達を図るという効果を上げ得るものであることから、で

きる限り足並みをそろえた取組が行われることが重要であ
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り、各省各庁の長等ごとに、その置かれている状況等に応じ

た取組の差異が残ることはあっても、全体としては着実に適

正化指針に従った措置が講じられる必要がある。

２ 業務執行体制の整備

法及び適正化指針に従って公共工事の入札及び契約の適正

化を促進するためには、発注に係る業務執行体制の整備が重

要である。このため、各省各庁の長等においては、入札及び

、 、契約の手続の簡素化・合理化に努めるとともに 必要に応じ

ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）方式の活用・拡

大等によって業務執行体制の見直し、充実等を行う必要があ

る。特に、小規模な市町村等においては、技術者が不足して

いることも少なくなく、発注関係事務を適切に実施できるよ

うにこれを補完・支援する体制の整備が必要である。このた

め、国及び都道府県の協力・支援も得ながら技術者の養成に

積極的に取り組むとともに、事業団等の受託制度や外部機関

の活用等を積極的に進めることが必要である。また、国及び

都道府県は、このような市町村等の取り組みが進むよう協力

・支援を積極的に行うよう努めるものとする。
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- 1 -

発注関係事務の運用に関する指針（骨子案）

０． 本指針の位置づけについて

 本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）の規定

に基づき、同法第３条の現在及び将来の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び

確保等の基本理念にのっとり定めるものである。各発注者が、同法第７条に規定する「発

注者の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切

かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で考慮

すべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的かつ分かりやすくまとめ

る。 

 例えば、ダンピング受注（その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見

込まれない契約の締結をいう。以下同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本

の維持管理、中長期的な担い手の育成及び確保等の重要課題に対して、各発注者による

発注関係事務の適切な運用に資することを目的とする。 

 また、国は、本指針に基づき各発注者における発注関係事務の適切な実施について定

期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。 

Ⅰ． 発注関係事務の適切な実施について

１．発注関係事務の適切な実施 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む。）

を適切に実施するため、（１）調査及び設計（２）工事発注準備（３）入札契約（４）

工事施工（５）完成後 の各段階で、以下の事項について考慮する。 

（１）調査及び設計段階 

①事業全体の工程計画の検討等 

・関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの条件等を踏まえた事業全

体の工程計画を検討するとともに、以降の各段階において事業の進捗に関する情報

を把握し、計画的な事業の進捗管理に努める。 

 ②調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択 

・調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、次のいずれかの入札

契約方式から適切に選択するよう努める。 

① 価格競争方式

競争参加資格として、一定の資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」とい

う）等の企業情報を適切に活用することにより品質を確保できる業務。 

② 総合評価落札方式 

事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達価格の

差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務。 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施方針

   1 - 2 -

と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業

務がある。 

③ プロポーザル方式 

当該業務の内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であっ

て、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるも

の。 

（※参考：「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札

方式の運用ガイドライン」（平成２３年６月国土交通省策定）） 

 ③技術者能力の資格等による評価・活用等 

 ＜技術者能力の資格等による評価・活用＞ 

・保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技術者を仕

様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えることなどの業務の品

質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。 

・業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価や技術提案など

の評価を適切に実施する。 

・業務の性格等を踏まえ、必要に応じて豊富な実績を有しない若手や女性などの技術

者の配置も考慮し、業務実績の要件を緩和するなど適切な競争参加資格を設定する。 

  ＜その他調査及び設計業務の品質確保＞ 

・債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底や年度末の業務の集

中を避ける等により、適正な工期を確保しつつ業務実施時期の平準化に努める。 

・最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り等を活用

し適正な予定価格を設定する。 

・低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底し、当該契約の内容

に適合した履行がされないと認めるときなどの場合には、その者を落札者としない。 

・適切に設計図書（仕様書及び設計書）を作成し、業務履行に必要な設計条件等を明

示するとともに、受発注者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、

適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行

う。 

・受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共有、速やか

な回答の推進等に努める。 

・業務内容に応じて、受注者の照査体制の確保、照査の適切な実施について確認する。 

・調査及び設計業務の適正な履行を確保するため、発注者として指示・承諾・協議等

や実施の確認のための検査を適切に行う。 

・調査及び設計業務の成果を適切な期間、保存する。 

（２）工事発注準備段階 

 ④工事の性格等に応じた入札契約方式の選択 

・工事の発注に当たっては、本指針を踏まえるとともに、別途国土交通省が策定する

ガイドライン※も参考にし、工事の性格や地域の実情等に応じた適切な入札契約方式
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を選択するよう努める。 

（※参考：国土交通省において平成２６年度内に「入札契約方式の適用ガイドライン」

を作成予定） 

・自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が

困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 ⑤予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成 

・地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや発注ロッ

トを適切に設定し、工事の計画的な発注に努める。 

 ⑥現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成 

・工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を

踏まえ、現場の実態に即した施工条件の明示等により、適切に設計図書（仕様書、設

計書及び図面をいう。以下同じ。）を作成する。

（※参考：「条件明示について」（平成１４年３月国土交通省通達）） 

⑦適正利潤の確保のための予定価格の設定 

・最新の労務単価、資材等の実勢価格を予定価格に適切に反映する。 

・積算に当たっては、最新の積算基準を適用する。 

・積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、必要に応

じて見積り等の妥当性を確認した上で、単価等を設定することも検討する。 

・適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは行

わない。 

・適正な利潤の確保を可能とするため、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基

準を見直すとともに、遅滞なく適用するよう努める。 

・予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共工事に従事する者の

労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行わないよう

留意する。 

⑧発注や工事施工時期の平準化 

・地域の実情等を踏まえ、各発注者が連携して発注見通しを地方ブロックなど地区単位

で統合し公表するよう努める。

・債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底など予算執行上の工夫

や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等により、適正な工期を確保しつつ施工時

期の平準化に努める。 

・工事の性格、地域の実情、自然条件、週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期設定に努める。 
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（３）入札契約段階 

⑨適切な競争参加資格の設定、予定価格の事後公表等 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての資格審査＞ 

・各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながる

ことがないよう留意する。 

・法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）

に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）を公共工事の

元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、競争性の確保に留意しつつ、地域要件や工事の

経験、工事成績（以下「施工実績」という。）などの競争参加資格を適切に設定する。 

・施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条件

等を踏まえて具体的に設定する。 

・施工実績の確認に当たっては、一定の成績評定点に満たないものは施工実績として認

めないこととするなど施工能力の適切な審査に努める。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて豊富な実績を有しない若手や女性

などの技術者の配置も考慮し、施工実績の要件を緩和するなど適切な競争参加資格を

設定する。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、競争性の確保に留意しつつ、必要に応じて災害

時の工事実施体制の確保の状況等を考慮するなど適切な競争参加資格を設定する。

・災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能となるよう、

平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者との災害協定の締結に努める。 

・退職金制度の確立、社会保険等への加入等、労働条件の改善に努めることについて元

請業者を指導し、不良不適格業者の排除に努める。 

＜予定価格の事後公表等＞ 

・予定価格は原則として事後公表とする。 

・予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するとともに、適切

な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの結果により受注するなど、建設

業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱う

ものとする。弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を

行う。 

・低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底し、当該契約の内容に

適合した履行がされないと認めるときなどの場合には、その者を落札者としないこ

とにより、ダンピング受注の排除を図るものとする。 

・低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定めた場合、当該価格については入札

の前には公表しないものとする。 

・入札に参加しようとする者に対し、工事の入札に係る申込みの際、入札金額の内訳書

の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札

金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を提出

した者の入札を無効とする。 
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⑩工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定 

・競争参加者（競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。）に対し技術提案を求め

る場合には、技術提案に係る負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を

踏まえた適切な評価内容を設定しなければならない。 

・競争参加者に対し技術提案を求める場合には、技術提案の評価において、提案内容の

一部を改善することで、より優れたものとなる場合等には、提案を改善する機会を与

えることができる。この場合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程につ

いて、その概要を速やかに公表する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定

の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利となることのないよう留意する。 

・競争参加者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最も優れた提案を評

価できるよう予定価格を作成することができる。この場合、技術提案の評価にあたり、

中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。 

・競争参加者に対し技術提案を求める場合には、技術提案の評価は、事前に提示した評

価項目、評価基準、得点配分に従い評価を行うとともに、落札者の決定に際しては、

評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑

み、その取り扱いには留意する。 

・競争参加者に対し技術提案を求める場合には、落札者の決定に際し、技術提案につい

て発注者と落札者の責任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確

保するための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決めておく。 

⑪競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、施工実績など競争参加者や当該工事に配置が予

定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の技術的能力を適切に評価項目

に設定する。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状

況や近隣地域での施工実績などの地域の精通度等を評価項目に設定する。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて豊富な実績を有しない若手や女性

などの技術者の配置も考慮し、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、担当技

術者の配置を評価するなど適切な評価項目を設定する。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を

評価する総合評価落札方式の適切な活用に努める。 

・工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテーマ

が同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、提出を求める技術資

料の内容を同一のものとする一括審査方式を活用することなどにより、競争参加者の

負担の軽減に努める。 

・総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場合は、学識

経験者の意見を聴くこととする。一方、個別工事の評価方法や落札者決定については、

工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴くこととする。 

・必要に応じ配置予定技術者に対するヒアリングを行うことにより、競争参加者の評価

を適切に行う。
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・品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するために入札説明書等に

記載された要求要件の確実な実施の可否を審査・評価する総合評価落札方式の実施に

努め、ダンピング受注の排除を図る。 

⑫入札不調・不落時の見積徴収方式の活用等 

・標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合、以下の方法を適切に活用して予

定価格を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

① 積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離していると想定される場合は、見積り

等の妥当性を確認した上で、積算内容を見直す方法 

② 設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定され

る場合は、その見直しを行う方法 

・例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを基

本とするが、再度入札後でその実施が困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発

注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意

の上、随意契約の活用も検討する。 

⑬公正性・透明性の確保、不正行為の排除 

・公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定・勧告）に

沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

・競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明

書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結後早期に評価

の結果を公表しなければならない。 

・談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者

に対し指名停止等を厳正に実施することや談合の結果として被った損害額の賠償の

請求に努めることで発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る取組を実施しなけれ

ばならない。 

・入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）に違反する行為の疑いの事実があるときは、当該事実を公正取引委員

会に報告するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書の提出や、入札参加者から事

情聴取を行った場合にはその結果を報告する。 

・入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号）及び同法第１７条第１項に規定する公共工

事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成２６年９月３０日

閣議決定）に基づき、適切に公表する。 

・入札監視委員会等の第三者機関の活用、その他の学識経験者等の第三者の意見の趣旨

に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努める。 

・各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運

用面の工夫に努める。 

・入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うととも

に、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等に
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より中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。 

（４）工事施工段階 

⑭施工条件の変化等に応じた適切な契約変更 

・施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場

の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期するこ

とのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要と認められるとき

は、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の適切な

変更を行う。 

・スライド条項の適切な運用のため、労務、資材等の価格変動により受注者から申請

があった場合は適切に対応するとともに、発注者としても適用について適切に判断

する。 

 ⑮工事中の施工状況の確認等 

・建設業許可行政庁等への通知義務の適切な実施や現場の施工体制の把握のための要 

領を策定し、必要に応じて公表する。 

（※参考：「施工体制の点検要領」（平成１３年３月国土交通省策定）） 

・策定した要領に基づき現場の施工状況を適切に確認し、違反行為（一括下請負禁止違

反、技術者の専任義務違反、施工体制台帳の未整備等）と疑うに足りる事実があると

きは、建設業許可行政庁等に通知する。 

・一括下請負など建設業法（昭和２４年法律第１００号）違反防止を目的とした、建設

業許可行政庁との情報交換等の連携を図る。 

・監督及び給付の完了の確認を行うための検査、適正かつ能率的な施工の確保及び工事

に関する技術水準の向上に資するために必要な技術的な検査（以下「技術検査」とい

う。）を行う。 

・監督について適切に実施するとともに、契約の内容に適合した履行がなされない可能

性があると認められる場合には、適切な施工がなされるよう、通常より頻度を増やす

ことにより重点的な監督体制を整備するなどの対策を実施する。 

・技術検査は、工事の施工状況の確認を充実させ、施工の節目において適切に実施する。 

・施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項は、書面により受注

者に通知する。 

・技術検査の結果を工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反映さ

せる。 

⑯施工現場における労働環境及び労働条件の改善 

・労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、

社会保険等への加入等、労働環境及び労働条件の改善に努めることについて、必要に

応じて元請業者を指導する。 

・元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する措置や、社会保険等未

加入業者を確認した際に建設業許可行政庁や社会保険等担当部局へ通報する措置を講
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ずる。 

・下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見直し等によ

る前金払制度の拡充、中間前金払・出来高部分払制度や地域建設業経営強化融資制度

の活用等により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。 

・既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促すこと及び

手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該制度を利用しやすい

環境の整備に努める。 

⑰受注者との情報共有や協議の迅速化等 

・設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計担当及び工

事担当）の三者（専門工事業者も適宜参画）が一堂に会する会議を必要に応じて開催

するよう努める。 

・受注者からの協議等について、速やかな回答に努める。 

・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に

示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合そ

の他の場合において、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこ

れに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行う。 

・変更手続きの円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続きの例、

工事一時中止が必要な場合の例及び手続きに必要となる書類等についてとりまとめた

指針の策定及びその活用に努める。 

（※参考：「工事請負契約における設計変更ガイドライン」及び「工事一時中止に係る

ガイドライン」（平成２６年３月国土交通省関東地方整備局策定）） 

・設計変更の手続きの迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会

し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に

応じて開催するよう努める。 

（５）完成後 

⑱適切な技術検査・工事成績評定等 

・工事成績評定を適切に行うために必要な要領や技術基準を策定するものとする。 

（※参考：「請負工事成績評定要領」（平成２２年３月国土交通省策定）） 

・技術検査は、工事の施工状況の確認を充実させ、適切に実施する。（再掲） 

・施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項は、書面により受注

者に通知する。（再掲） 

・技術検査の結果を工事成績評定に反映させる。（再掲） 

⑲完成後一定期間を経過した後も含めた完成時の施工状況の確認・評価 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過した後に

おいて施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 
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２．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に取

り組む。 

（１）発注体制の整備等 

 ⑳発注者自らの体制の整備 

・公共工事の品質確保を図るため、発注関係事務の実施に際しての自らの発注体制を

十分に把握し、不足すると認められる場合には当該事務を適切に実施することがで

きる体制の整備とともに、国及び都道府県の協力・支援も得ながら職員の育成に積

極的に取り組むよう努める。 

・国及び都道府県が実施する講習会、研修への職員の参加などにより、発注関係事務

を適切に実施することができる職員の育成に努める。 

外部からの支援体制の活用 

・発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場合には、国及び都

道府県による発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及び活用の促進

や適切な評価及び選定に関する協力等の支援を得ることなどにより、発注関係事務

を適切に実施することができる者の活用に努める。 

（２）発注者間の連携強化 

工事成績データの共有化・相互活用等 

・技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事成績評定等の円滑な実施に資する

ため、各発注者間において要領・基準類の標準化・共有化に努める。 

・入札契約制度の円滑かつ適切な運用に資するため、入札契約制度に係る要領等の各

発注者間における共有化に努める。 

・最新の積算基準等の適用が可能となるように、積算システム等の各発注者間におけ

る標準化・共有化に努める。 

・新規参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に行えるよう、各

発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工事を担当した技術者に関

するデータの活用に努める。 

・工事成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、各発注

者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。 

・調査及び設計の特性を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する成績評

定・要領等の標準化を進める。 

・各発注者は業務・工事の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデータベー

スを整備し、データの共有化を進める。 

発注者間の連携体制の構築 

・各発注者が本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、地

域ブロック毎に組織される地域発注者協議会に協力し、発注者間の情報交換や連絡
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・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。 

・地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握すると

ともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施

のために必要な連携や調整を行う。 

・支援を必要とする市町村等の発注者は地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県

の支援を求める。 

（３）その他配慮すべき事項 
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Ⅱ． 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について

各発注者は、それぞれの技術力や体制を踏まえつつ、工事の性格、地域の実情等に応

じて、多様な入札契約方式の中から適切な方式を選択、組み合わせて適用する。 

１．多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

①契約方式の概要 

・契約の対象とする業務及び施工の範囲に応じ、以下の契約方式がある。 

① 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

設計・施工一括発注方式

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

詳細設計付工事発注方式

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必要な

仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

施工を単独で発注する方式

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様により施工を単独で発注する方

式 

設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ方式）

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする

方式（設計業務は設計者と別途契約） 

維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

② 工事の発注単位に応じた契約方式 

包括発注方式

既存施設の維持管理において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一つの契

約により発注する方式 

複数年契約方式

継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注す

る方式 

③ 発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

ＣＭ方式

対象事業の工事監督業務等の発注関係事務の実施において、その一部又は全部を民

間に委託する方式 

事業促進ＰＰＰ方式

事業計画段階も含めた発注関係事務の一部又は全部を民間に委託する方式
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②契約方式の選択の考え方 

・契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮することが考えられる。 

プロジェクトの複雑度

・ 対象とするプロジェクト・工事の持つ制約条件への対応を考えた場合に、確立され

た標準的な施工方法で対応が可能であるか。 

・また、対象とするプロジェクト・工事において、民間の優れた施工技術を設計に反映

することで課題の解決が図れる可能性があるか。 

施工の制約度 

・ 困難な施工場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）に対応する

ために、施工者の技術を設計に反映することがプロジェクトの利益となるか。 

・ また、施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等を

踏まえながら設計に関与する必要があるか。 

設計の細部事項の確定度 

・ 対象とする工事において、施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要

があるか。 

工事価格の確定度 

・ 現地の詳細な状況が把握できず、施工段階で相当程度の設計変更が想定されるか。 

発注者の体制 

・ 選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性等を審査・評

価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験（実績）や体制も考慮し、

契約方式を選択することが望ましい。 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

①競争参加者の設定方法の概要 

・契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲に応じ、以下の方式がある。 

一般競争入札

資格要件を有する者の内、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式 

指名競争入札

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

随意契約

緊急の必要により競争に付することができない場合、契約の目的が競争を許さない

場合で特定の者を選定して、その者と契約する方式 

地方公共団体は、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、契約の

性質又は目的が競争入札に適しないときなどのほか地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）で定める場合で特定の者を選定して、その者と契約する方式

②競争参加者の設定方法の選択の考え方 

・競争参加者の設定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮することが考えら

れる。 

一般競争入札選択の原則 
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以下に示す考慮事項がない場合、原則的に一般競争入札を選択する。 

発注の緊急度 

災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の必要により競争に付することができな

い場合には随意契約の活用を考慮する。 

その他 

契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが国に不利となる場

合には随意契約の活用を考慮する。 

また、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要

がない場合、一般競争に付することが国に不利となる場合には指名競争入札の活用を

考慮する。 

地方公共団体は、契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき、競争入札に付す

ることが不利と認められるときなどのほか、地方自治法施行令で定める場合に指名競

争入札又は随意契約の活用を考慮する。

（３）落札者の選定方法の選択 

①落札者の選定方法の概要 

・落札者の選定方法（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者を選定

する方法）に応じ、以下の方式がある。 

① 落札者の選定の基準に関する方式 

価格競争方式

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

総合評価落札方式

設計及び施工方法等に関する提案（技術提案）を募集し、入札者に工事価格及び性

能等をもって申込みをさせ、これらを総合的に考慮して落札者を決定する方式 

技術提案・交渉方式

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、契約

相手を決定する方式 

② 落札者の選定の手続きに関する方式 

段階的選抜方式＊１ 

競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達した者を選

抜した上で、これらの者の中から技術提案を求め落札者を決定する方式 
＊１選定プロセスに関する方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用する

ことができる。 

②落札者の選定方法の選択の考え方 

・落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮することが考えられる。 

施工者の能力の工事品質への影響 

施工者の能力による工事品質への影響が大きな工事か小さな工事か。 

工事価格以外の評価項目の必要性 

工事品質の確保のために、設計及び施工方法等に関する提案（技術提案）を求めて、
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価格と性能等を総合的に評価するのが望ましいか。 

工事価格以上に考慮すべき工事品質・工事目的の有無 

工事価格以上に考慮すべき工事品質・工事目的がある工事か。 

（４）支払い方式の選択

①支払い方式の概要 

・支払い方式（業務及び施工の対価を支払う方法）に応じ、以下の方式がある。 

総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

総価契約単価合意方式

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金

額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変

更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式 

コスト＋フィー契約・オープンブック方式

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算とし、

これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方式 

単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請負代金

額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負代金額

を確定する契約 

②支払い方式の選択の考え方 

・支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮することが考えられる。 

工事進捗に応じた支払い 

工事の進捗に応じた支払いを実施するか。 

煩雑な設計変更手続き 

設計変更が煩雑に発生することが想定されるか。 

工事費の透明性確保 

工事における支払い内容の透明性の確保や契約後における工事価格の抑制を図る必

要があるか。 
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２．インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を踏まえた入札契約方式の活用の例

（１）地域インフラを支える建設業者を確保する方式 

・以下のような対応例が考えられる。 

○ 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、競争性の確保に留意しつつ、必要に応じて

災害時の工事実施体制の確保の状況等を考慮するなど適切な競争参加資格を設

定 

○ 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況や近隣地域での施工実績などの地域の精通度等を評価項目に設定 

○ 複数年契約、包括発注、共同受注等の地域インフラの維持管理に資する方式を活

用 

（２）若手技術者の配置を促す方式 

・以下のような対応例が考えられる。 

○ 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて豊富な実績を有しない若手技術

者の配置も考慮し、施工実績の要件を緩和するなど適切な競争参加資格を設定 

○ 工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて豊富な実績を有しない若手技術

者の配置も考慮し、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、担当技術者の配

置を評価するなど適切な評価項目を設定 

（３）補修の技術的課題に対応した方式 

・以下のような対応例が考えられる。 

○ 既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

○ 補修設計を実施した者の工事段階での関与 

○ 施工と維持管理の一体的な発注 

（４）発注者を支援する方式 

・以下のような対応例が考えられる。 

○ 発注関係事務の一部について知識・経験を有している外部の者の活用 
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発注見通しの統合公表の取り組み状況について
九州地方整備局

【目的】

発注者の発注見通しが一元的に見られることから、建設業者にとっては、計画的な技術
者の配置や円滑な資機材調達に役立つことが期待されます。

又、発注者間での発注情報共有を容易にし、平準化にもつながると考えています。

平成２６年５月１５日より、九州地方整備局ホームページに一元化（リンクを貼り統合）
を実施。

【運用開始時】県・政令市を対象

【現在】九州ブロック発注者協議会（下記機関）まで拡大。

九州地区における状況

受注者側が計画的に施工体制を確保することができるよう、地域の実情等に応じて、
各発注者が連携して発注見通しを統合して公表する等必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方
針の一部変更について（平成２６年９月３０日 閣議決定）

発注見通しの統合公表の取り組み状況について
九州地方整備局

【対象機関数】：２７２機関

国の機関：１７機関（４機関）

独法等：６機関（２機関）

国立大学法人：９機関（２機関）

県（市町村（政令市）含む：２４０機関（６４機関）

平成２６年度実施機関状況：実施率 約２６％（７２／２７２）

平成２６年度実施機関状況（市町村（政令市含む）除く）：実施率 約３８％（１５／３９）

現在の九州地整ＨＰリンク（一元化）取り組み状況

今後も趣旨を説明し、取り組み実施の推進を図る。

今後の取り組み
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九州地方整備局

年３回実施

発注者協議会及び品確協議会にて情報共有や具体的な施策推進の意見交換は実施

現在の状況

各県毎の発注工程調整等の意見交換は行っておらず、現在の建設産業を取り巻く状況は、少子
高齢化、それによる労働人口の減少等もあいまっての担い手不足、発注時期の集中における人
員・機械及び資機材調達等が問題。

課 題

各県単位での事業調整等会議について【提案】

発注見通しの統合公表の実施や、発注者協議会及び品確協議会での各機関との情報共有や具
体的な施策推進の意見交換は行っているところであるが、今後より一層の公共工事の円滑な執
行が実施できるよう各県単位毎に、発注予定時期の情報提供等の事業調整会議を、先だって、
国（九州地整）、県、政令市で実施したい。

【提案】各県単位での事業調整会議について

2



H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

合計
（実施済）

合計
（未実施）

国の機関 4 0 17 1 2 1 0 4 13

独法等 2 0 6 0 2 0 0 2 4

国立大学法人 2 1 9 0 1 1 0 2 7

県（市町村） 61 2 237 25 35 1 0 61 176

政令市 3 1 3 3 　 3 0

合計 72 4 272 29 40 3 0 72 200

九地整ＨＰへのリンク実施状況（機関数）
※※県においては市町村数（政令市除く）

発注見通しの統合公表の取り組み状況（組織別内訳集計）

平成２６年１２月３１日（予定含む）

組織名 九地整ＨＰへの
リンク状況

九地整ＨＰへの
相互リンク状況

　　　機関数
※県において
は市町村数
（政令市除く）
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H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

合計
（実施済）

合計
（未実施）

H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

警察庁
九州管区警察局 未定 H27度予定 1 － － － － 0 1

財務省
九州財務局 検討中 検討中 1 － － － － 0 1

財務省
福岡財務支局 H26.11.28 未定 1 － － 1 － 1 0

財務省
門司税関 未定 未定 1 － － － － 0 1

財務省
長崎税関 未定 未定 1 － － － － 0 1

財務省 国税庁
福岡国税局 未定 未定 1 － － － － 0 1

財務省 国税庁
熊本国税局 未定 予定なし 1 － － － － 0 1

農林水産省
九州農政局 H26.7.11 検討中 1 － 1 － － 1 0

農林水産省 林野庁
九州森林管理局 検討中 検討中 1 － － － － 0 1

経済産業省
九州経済産業局 未定 未定 1 － － － － 0 1

国土交通省
九州運輸局 未定 未定 1 － － － － 0 1

国土交通省 海上保安庁
第七管区海上保安本部 未定 未定 1 － － － － 0 1

国土交通省 海上保安庁
第十管区海上保安本部 未定 未定 1 － － － － 0 1

環境省
九州地方環境事務所 H26.7.25 未定 1 － 1 － － 1 0

防衛省
九州防衛局 検討中 検討中 1 － － － － 0 1

福岡高等裁判所 未定 未定 1 － － － － 0 1

西日本高速道路（株） H26.7.11 予定なし 1 － 1 － － 1 0

(独)国立文化財機構
九州国立博物館 未定 未定 1 － － － － 0 1

(独)鉄道建設・運輸施設整備支
援機構　鉄道建設本部　九州新
幹線建設局

予定なし 予定なし 1 － － － － 0 1

発注見通しの統合公表の取り組み状況

機関名 九地整ＨＰへの
リンク状況

九地整ＨＰへの
相互リンク状況

　　　機関数
※県におい
ては市町村
数（政令市除
く）

九地整ＨＰへのリンク実施状況（機関数）
※※県においては市町村数（政令市除く）

県ＨＰへのリンク市町村（政令市除く）状況
※国、独法等は対象外

平成２６年１２月３１日（予定含む）
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H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

合計
（実施済）

合計
（未実施）

H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

発注見通しの統合公表の取り組み状況

機関名 九地整ＨＰへの
リンク状況

九地整ＨＰへの
相互リンク状況

　　　機関数
※県におい
ては市町村
数（政令市除
く）

九地整ＨＰへのリンク実施状況（機関数）
※※県においては市町村数（政令市除く）

県ＨＰへのリンク市町村（政令市除く）状況
※国、独法等は対象外

平成２６年１２月３１日（予定含む）

(独)都市再生機構　九州支社 未定 未定 1 － － － － 0 1

(独)水資源機構　筑後川局 H26.7.11 予定なし 1 － 1 － － 1 0

(独)石油天然ガス・金属鉱物資
源機構　九州支部 未定 未定 1 － － － － 0 1

国立大学法人　九州大学 H26.11.28 H26.12.1 1 － － 1 － 1 0

国立大学法人　福岡教育大学 未定 未定 1 － － － － 0 1

国立大学法人　九州工業大学 未定 未定 1 － － － － 0 1

国立大学法人　佐賀大学 H26.7.11 未定 1 － 1 － － 1 0

国立大学法人　長崎大学 未定 検討中 1 － － － － 0 1

国立大学法人　熊本大学 未定 検討中 1 － － － － 0 1

国立大学法人　大分大学 未定 H26.12.19予定 1 － － － － 0 1

国立大学法人　宮崎大学 未定 未定 1 － － － － 0 1

国立大学法人　鹿屋体育大学 未定 未定 1 － － － － 0 1

福岡県 H26.5.15 未定 59 1 － － － 1 58 福岡県 － － －

佐賀県 H26.5.15 未定 21 1 － － － 1 20 佐賀県 － － －

長崎県 H26.5.15 H26.8.22 22 1 18 1 － 20 2 長崎県

長崎市、佐世保
市、島原市、諫早
市、大村市、平戸
市、松浦市、対馬
市、壱岐市、五島
市、西海市、雲仙
市、南島原市、長
与町、時津町、東
彼杵町、川棚町、
波佐見町

新上五島町 －

熊本県 H26.5.15 予定なし 45 5 － － － 5 40
熊本県、八代
市、上天草市、
益城町、山都町

－ － －
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H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

合計
（実施済）

合計
（未実施）

H26（第１四半期）
5月～6月

H26（第2四半期）
7月～9月

H26（第３四半期）
10月～11月

H26（第３四半期）
12月予定

発注見通しの統合公表の取り組み状況

機関名 九地整ＨＰへの
リンク状況

九地整ＨＰへの
相互リンク状況

　　　機関数
※県におい
ては市町村
数（政令市除
く）

九地整ＨＰへのリンク実施状況（機関数）
※※県においては市町村数（政令市除く）

県ＨＰへのリンク市町村（政令市除く）状況
※国、独法等は対象外

平成２６年１２月３１日（予定含む）

大分県 H26.5.15 予定なし 19 14 － － － 14 5

大分県、大分
市、別府市、津
久見市、竹田
市、豊後高田
市、杵築市、宇
佐市、豊後大野
市、由布市、国
東市、姫島村、
日出町、九重町

－ － －

宮崎県 H26.5.15 H26.9.18 27 2 17 － － 19 8 宮崎県、宮崎市

都城市、延岡市、
日南市、小林市、
日向市、串間市、
西都市、三股町、
高原町、高鍋町、
新富町、西米良
村、木城町、都農
町、門川町、美郷
町、五ヶ瀬町

－ －

鹿児島県 H26.5.15 未定 44 1 － － － 1 43 鹿児島県 － － －

北九州市 H26.5.15 未定 1 1 － － － 1 0 － － － －

福岡市 H26.5.15 H26.7.14 1 1 － － － 1 0 － － － －

熊本市 H26.5.15 未定 1 1 － － － 1 0 熊本市 － － －
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トピックス

10月30日 平成27・28年度国土交通省地方整備局等に係る定期
の資格審査について【国土交通省記者発表へ】

9月12日 福岡空港国内線ターミナル地域 リニューアル工事の

お知らせ【PDF】

9月10日 広島土砂災害における九州地方整備局ＴＥＣ－ＦＯＲ
ＣＥの活動状況は「ピックアップ」のバナーよりご覧下さ

い

9月2日 南海トラフ巨大地震を想定した広域実働訓練を実施し

ました【PDF】

過去のトピックス一覧

記者発表 

11月28日 大野川水系河川整備計画（変更案）を公表します
【PDF】

11月28日 「九州ブロック発注者協議会（第１６回幹事会）」の開催
について【PDF】

11月20日 建設業者に対する監督処分について【PDF】

11月20日 建設業者に対する監督処分について【PDF】

11月19日 下水道に関する九州・沖縄ブロック意見交換会の開催
について【PDF】

過去の記者発表一覧

ピックアップ

組織別情報

総務部 河川部 営繕部

企画部 道路部 用地部

建政部 港湾空港部 管内事務所

専門的な情報

入札・契約情報 建設産業関係

CALS/EC 情報化施工サイト

工事・業務成績評定平均点 新技術関係

公共工事の品質確保 いきいき現場づくり

建設技術情報等 産学官連携関連情報

企業・現場従事者表彰等

お役立ち情報

各種情報

道路交通情報 道の駅情報 走りやすさマップ

公共用地の取得 資料室

申請・登録・申込み等

就業体験技術実習生募集案内 出前講座の申込み

各種資格 情報公開 個人情報保護

九州地方整備局 メールマガジン

九州運輸局 メールマガジン

国有財産の貸付等について

窓口情報

川の情報室 情報公開窓口

道の相談室 各種資格の窓口

港の相談室 不動産相談

整備局の窓口一覧

地域づくり相談窓口

建設業法令遵守 駆け込みホットライン

バナー
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ここをクリック（発注予定情報）



『発注予定情報』について

「発注見通し」について、以下の各機関の公表サイトにリンクします。

【国】

◆ 国土交通省 九州地方整備局 ◆ 農林水産省 九州農政局（H26.7.11～）

◆ 環境省 九州地方環境事務所（H26.7.25～） ◆ 財務省 福岡財務支局（H26.11.28～）

【県・政令市】

◆ 福岡県 ◆ 佐賀県 ◆ 長崎県

◆ 熊本県 ◆ 大分県 ◆ 宮崎県

◆ 鹿児島県

◆ 北九州市 ◆ 福岡市 ◆ 熊本市

【独立行政法人等】

◆ 西日本高速道路株式会社（H26.7.11～） ◆ 独立行政法人 水資源機構（H26.7.11～）

◆ 国立大学法人 九州大学（H26.11.28～） ◆ 国立大学法人 佐賀大学（H26.7.11～）

（※リンク先の公表内容については、各公表機関へお問い合せください。）
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九州地方整備局

【平成２６年１２月３日】

国土交通省 九州地方整備局

建設リサイクル推進計画２０１４について

1
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